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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　特性が異なるＸ（Ｘは２以上の整数）個の被写体像を同時に撮像し、前記Ｘ個の被写体
像の少なくとも１つの被写体像に対し、複数の波長域の画素信号を出力する撮像モジュー
ルであって、
　被写体光が入射するＸ個の領域を有し、Ｘ個の領域毎に特性が異なる被写体像を同じ像
面で重ねて結像させる多様レンズと、
　前記多様レンズの瞳像を前記Ｘ個の領域毎に分割する瞳分割手段と、
　前記瞳分割手段によって分割されたＸ個の瞳像をそれぞれ受光するＸ個の受光領域に対
応して配設されたＹ（ＹはＸ＋１以上の整数）個の光電変換器と、を備え、
　前記Ｘ個の受光領域のうちの少なくとも１つの受光領域には、複数の光電変換器が配設
され、
　前記１つの受光領域に配設された複数の光電変換器は、前記複数の波長域の画素信号を
出力し、
　前記瞳分割手段は、２次元状に配列されたマイクロレンズから構成されたアレイレンズ
であって、前記光電変換器の入射面側に配設され、各マイクロレンズにより前記多様レン
ズの瞳像を前記Ｙ個の光電変換器に入射させるアレイレンズであり、
　前記アレイレンズは、各マイクロレンズにより前記光電変換器上にそれぞれ入射させる
瞳像のうち、互いに隣り合う前記瞳像の一部同士を前記光電変換器上で重複させる撮像モ
ジュール。
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【請求項２】
　前記多様レンズは、中央の第１の光学系と、前記第１の光学系の周辺部に設けられ、該
第１の光学系とは特性が異なる第２の光学系とからなる請求項１に記載の撮像モジュール
。
【請求項３】
　前記多様レンズは、前記第１の光学系及び第２の光学系のうちの一方が広角光学系であ
り、他方が望遠光学系である請求項２に記載の撮像モジュール。
【請求項４】
　前記多様レンズの第１の光学系は円形の中央光学系であり、前記第２の光学系は前記中
央光学系に対して同心円状に配設された環状光学系である請求項２又は３に記載の撮像モ
ジュール。
【請求項５】
　前記多様レンズは、中央の第１の光学系と、前記第１の光学系の周辺部に設けられ、該
第１の光学系とは特性が異なる第２の光学系とからなり、
　前記瞳分割手段及び前記Ｙ個の光電変換器を単位ブロックとすると、前記単位ブロック
は、格子状に配列された３×３個の光電変換器を有し、
　前記多様レンズの第１の光学系は円形の中央光学系であり、前記第２の光学系は前記中
央光学系に対して同心円状に配設された環状光学系であり、
　前記第１の光学系に対応する中央瞳像は、前記単位ブロックの中央の光電変換器に入射
し、
　前記第２の光学系に対応する環状瞳像は、前記単位ブロックの周囲の８個の光電変換器
に入射し、
　格子状に配列された４×４個の光電変換器を基本ブロックとし、該基本ブロックが水平
方向及び垂直方向に繰り返し配置されてイメージセンサが構成されている請求項１に記載
の撮像モジュール。
【請求項６】
　特性が異なるＸ（Ｘは２以上の整数）個の被写体像を同時に撮像し、前記Ｘ個の被写体
像の少なくとも１つの被写体像に対し、複数の波長域の画素信号を出力する撮像モジュー
ルであって、
　被写体光が入射するＸ個の領域を有し、Ｘ個の領域毎に特性が異なる被写体像を同じ像
面で重ねて結像させる多様レンズと、
　前記多様レンズの瞳像を前記Ｘ個の領域毎に分割する瞳分割手段と、
　前記瞳分割手段によって分割されたＸ個の瞳像をそれぞれ受光するＸ個の受光領域に対
応して配設されたＹ（ＹはＸ＋１以上の整数）個の光電変換器と、を備え、
　前記Ｘ個の受光領域のうちの少なくとも１つの受光領域には、複数の光電変換器が配設
され、
　前記１つの受光領域に配設された複数の光電変換器は、前記複数の波長域の画素信号を
出力し、
　前記瞳分割手段は、２次元状に配列されたマイクロレンズから構成されたアレイレンズ
であって、前記光電変換器の入射面側に配設され、各マイクロレンズにより前記多様レン
ズの瞳像を前記Ｙ個の光電変換器に入射させるアレイレンズであり、
　前記多様レンズは、中央の第１の光学系と、前記第１の光学系の周辺部に設けられ、該
第１の光学系とは特性が異なる第２の光学系とからなり、
　前記多様レンズの第１の光学系は円形の中央光学系であり、前記第２の光学系は前記中
央光学系に対して同心円状に配設された環状光学系であり、
　前記アレイレンズは、各マイクロレンズにより前記Ｙ個の光電変換器にそれぞれ結像さ
せる瞳像のうち、互いに隣り合う前記環状光学系に対応する環状瞳像の一部同士を前記Ｙ
個の光電変換器上で重複させるとともに、互いに隣り合う前記中央光学系に対応する中央
瞳像と前記第２の光学系に対応する環状瞳像の一部とを重複させ、
　前記環状光学系は、前記中央光学系に対応する中央瞳像と重複する環状瞳像の一部に対
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応する部分が遮光され、又は前記中央光学系に対応する中央瞳像と重複する環状瞳像の一
部に対応する部分が欠落して形成されている撮像モジュール。
【請求項７】
　特性が異なるＸ（Ｘは２以上の整数）個の被写体像を同時に撮像し、前記Ｘ個の被写体
像の少なくとも１つの被写体像に対し、複数の波長域の画素信号を出力する撮像モジュー
ルであって、
　被写体光が入射するＸ個の領域を有し、Ｘ個の領域毎に特性が異なる被写体像を同じ像
面で重ねて結像させる多様レンズと、
　前記多様レンズの瞳像を前記Ｘ個の領域毎に分割する瞳分割手段と、
　前記瞳分割手段によって分割されたＸ個の瞳像をそれぞれ受光するＸ個の受光領域に対
応して配設されたＹ（ＹはＸ＋１以上の整数）個の光電変換器と、を備え、
　前記Ｘ個の受光領域のうちの少なくとも１つの受光領域には、複数の光電変換器が配設
され、
　前記１つの受光領域に配設された複数の光電変換器は、前記複数の波長域の画素信号を
出力し、
　前記瞳分割手段は、２次元状に配列されたマイクロレンズから構成されたアレイレンズ
であって、前記光電変換器の入射面側に配設され、各マイクロレンズにより前記多様レン
ズの瞳像を前記Ｙ個の光電変換器に入射させるアレイレンズであり、
　前記多様レンズは、中央の第１の光学系と、前記第１の光学系の周辺部に設けられ、該
第１の光学系とは特性が異なる第２の光学系とからなり、
　前記多様レンズの第１の光学系は円形の中央光学系であり、前記第２の光学系は前記中
央光学系に対して同心円状に配設された環状光学系であって、特性が異なる第３の光学系
と第４の光学系とが交互に配置されてなる環状光学系であり、
　前記アレイレンズは、各マイクロレンズにより前記Ｙ個の光電変換器にそれぞれ結像さ
せる瞳像のうち、互いに隣り合う前記環状光学系の第３の光学系に対応する第１の環状瞳
像同士を前記Ｙ個の光電変換器上で重複させるとともに、互いに隣り合う前記環状光学系
の第４の光学系に対応する第２の環状瞳像同士を前記Ｙ個の光電変換器上で重複させる撮
像モジュール。
【請求項８】
　前記光電変換器が六方格子状に配列され、
　前記瞳分割手段及び前記Ｙ個の光電変換器を単位ブロックとすると、前記単位ブロック
は、１個の中央の光電変換器と周囲の６個の光電変換器とからなり、
　前記中央光学系に対応する中央瞳像は、前記中央の光電変換器に入射し、前記環状光学
系の第３の光学系に対応する第１の環状瞳像は、前記周囲の６個の光電変換器のうちの前
記中央の光電変換器から１２０度３方向の３個の光電変換器に入射し、前記環状光学系の
第４の光学系に対応する第２の環状瞳像は、前記周囲の６個の光電変換器のうちの前記中
央の光電変換器から１２０度３方向の他の３個の光電変換器に入射する請求項７に記載の
撮像モジュール。
【請求項９】
　前記多様レンズの中央光学系は広角光学系であり、前記環状光学系の第３の光学系及び
第４の光学系はそれぞれ焦点距離の異なる望遠光学系である請求項７又は８に記載の撮像
モジュール。
【請求項１０】
　前記多様レンズの中央光学系は広角光学系であり、前記環状光学系の第３の光学系及び
第４の光学系はそれぞれ撮影距離の異なる望遠光学系である請求項７又は８に記載の撮像
モジュール。
【請求項１１】
　前記環状光学系は、光束を２回以上反射させる反射光学系を有する請求項４から１０の
いずれか１項に記載の撮像モジュール。
【請求項１２】
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　請求項１から１１のいずれか１項に記載の撮像モジュールと、
　前記瞳分割手段及び前記Ｙ個の光電変換器を単位ブロックとすると、前記１つの単位ブ
ロック内の光電変換器から出力される画素信号に基づいて、前記複数の波長域の情報から
なる少なくとも１つの画像を構成する１画素分の画像信号を生成する画像生成部と、
　を備えた撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は撮像モジュール及び撮像装置に関し、特に特性の異なる複数の画像を同時に撮
像することができる撮像モジュール及び撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、図２０に示すように同一の光軸上に配置された中央部の中央光学系（広角レンズ
）１ａと、その周辺部の環状光学系（望遠レンズ）１ｂであって、中央光学系１ａとは特
性の異なる環状光学系１ｂとからなる撮影光学系１と、イメージセンサ３と、イメージセ
ンサ３の入射面側に配設された複数のマイクロレンズ（瞳結像レンズ）から構成されたア
レイレンズ２であって、各マイクロレンズにより撮影光学系の瞳像をイメージセンサ３上
に結像させるアレイレンズ２と、を備えた撮像装置が提案されている（特許文献１）。
【０００３】
　上記撮影光学系１の像面はアレイレンズ２上にあり、アレイレンズ２が撮影光学系１の
瞳像をイメージセンサ３上に結像させる。
【０００４】
　図２１は、イメージセンサ３上の１つの受光セル３ａと、アレイレンズ２の１つのマイ
クロレンズがイメージセンサ３上に結像させる撮影光学系１の瞳像とを示している。この
瞳像は、中央光学系１ａに対応する中央瞳像（広角レンズ成分）と、環状光学系１ｂに対
応する環状瞳像（望遠レンズ成分）とを有している。
【０００５】
　図２２（ａ）は、１つのマイクロレンズ当たりに、イメージセンサ３の５×５の受光セ
ル３ａを割り付けた一例を示す。
【０００６】
　図２２（ａ）に示すように、５×５の２５個の受光セル群毎に、その中央部の受光セル
に中央瞳像（広角レンズ成分）が受光し、その周辺部の受光セルに環状瞳像（望遠レンズ
成分）が受光する。
【０００７】
　２５個の受光セル群毎に、広角レンズ成分を受光する受光セルから広角画像の１画素分
の画像信号が生成され、同様に望遠レンズ成分を受光する受光セルから望遠画像の１画素
分の画像信号が生成され、これにより図２２（ｂ）及び（ｃ）に示すように広角レンズに
対応する広角画像と、望遠レンズに対応する望遠画像とが得られる。
【０００８】
　図２２に示す例では、イメージセンサ３の受光セル数と、イメージセンサ３から得られ
る広角画像及び望遠画像の画素数との関係は、受光セル数：画素数（×画像数）＝２５：
１（×２）となる。
【０００９】
　図２２に示すように１つのマイクロレンズ当たりにイメージセンサ３の５×５の受光セ
ル３ａを割り付けると、イメージセンサ３の受光セル数に比べてイメージセンサ３から得
られる特性の異なる画像（上記の例では、広角画像と望遠画像）の画素数が大幅に低下す
るという問題がある。
【００１０】
　イメージセンサ３から得られる特性の異なる画像の画素数の低下を抑える最もシンプル
な方法は、１つのマイクロレンズ当たりに割り付ける受光セルの数（割付数）を減らすこ



(5) JP 6151632 B2 2017.6.21

10

20

30

40

50

とである。割付数を減らした分だけ、取り出すことができる特性の異なる画像の画素数を
増やすことができる。
【００１１】
　図２３（ａ）及び（ｂ）は、それぞれ１つのマイクロレンズ当たりにイメージセンサ３
の５×５の受光セル３ａを割り付けた例と、３×３の受光セル３ａを割り付けた例とを示
している。
【００１２】
　即ち、撮影光学系を同心円分割にした場合、アレイレンズの１マイクロレンズ当たりに
割り付けることができる受光セルの割付数は、３×３が限界となっており、この場合のイ
メージセンサ３の受光セル数と、イメージセンサ３から得られる広角画像又は望遠画像の
画素数との関係は、受光セル数：画素数＝９：１となる。
【００１３】
　ところで、特許文献１には、カラー画像を撮像すべく、予め定められたパターンで受光
素子にカラーフィルタが配列されている旨の記載があるが、具体的なカラーフィルタ配列
に関する記載はない。
【００１４】
　一方、特許文献２、３には、一般的な撮像レンズと、イメージセンサの入射面側に配設
されたアレイレンズ（マイクロレンズアレイ）とを使用し、撮像レンズの通過光線を、レ
ンズアレイによって複数の視点からの光線に分離しつつ、イメージセンサの各受光セルに
入射させ、受光量に基づく画素信号を取得する撮像装置が記載されている。
【００１５】
　特許文献２、３には、１つのマイクロレンズを通過した光線が、３×３個の受光セルに
受光される記載があり、更にイメージセンサ上には、ベイヤ配列のカラーフィルタが設け
られ、受光セル毎に赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）のいずれかのカラーフィルタが設けら
れている記載がある。
【００１６】
　各マイクロレンズに対応する３×３個の受光セルから同一位置の受光セルの出力信号を
抽出して画像を再構成することにより、９つの視点画像を生成することができるが、この
ようにして生成された視点画像もベイヤ配列のカラー画像（モザイク画像）になる（特許
文献２の図１１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１７】
【特許文献１】特開２０１２－２５３６７０号公報
【特許文献２】特開２０１３－９００５９号公報
【特許文献３】特開２０１３－１１５５３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　いま、特許文献１に記載の撮像装置において、図２４（ａ）に示すように特許文献２、
３に記載のような一般的なベイヤ配列を有するイメージセンサを適用し、かつ３×３の受
光セルを１つのマイクロレンズに割り付けた構成の撮像装置について考察する。尚、この
構成を有する撮像装置は公知のものではない。
【００１９】
　図２４（ａ）に示したイメージセンサ及びアレイレンズは、格子状の６×６の受光セル
（２×２のアレイレンズ）を基本ブロックとし、この基本ブロックが水平方向及び垂直方
向に繰り返し配置されて構成されている。
【００２０】
　図２４（ｂ）は基本ブロックを示しており、基本ブロックは、１つのマイクロレンズと
、その１つのマイクロレンズ当たり３×３の受光セルとを単位ブロックとして、４つの単
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位ブロックから構成されている。
【００２１】
　図２４（ｃ１）及び（ｃ２）は、それぞれ単位ブロック（３×３）の中央の受光セル（
図２０に示した中央光学系１ａを通過した光束が入射する受光セル）のグループと、周囲
の８個の受光セル（図２０に示した環状光学系１ｂを通過した光束が入射する受光セル）
のグループとを示す。
【００２２】
　図２４（ｃ１）に示すように中央の受光セルのグループの画像は、ベイヤ配列のモザイ
ク画像となる。これにより、ベイヤ配列のモザイク画像をデモザイク処理（同時化処理と
もいう）することにより、問題なくカラー画像を得ることができる。
【００２３】
　一方、図２４（ｃ２）に示すように周囲の８個の受光セルのグループは、ＲＧＢの全て
の受光セルを含む８個の受光セルと、Ｒの受光セルが無い８個の受光セルと、Ｂの受光セ
ルが無い８個の受光セルとが混在し、ＲＧＢの受光セルの配置としてバランスを欠いたも
のとなる。
【００２４】
　具体的には、中央の受光セルがＧの受光セルである３×３の受光セルの周囲の８個の受
光セルは、２個のＲの受光セル、４個のＧの受光セル、２個のＢの受光セルを有し、ＲＧ
Ｂのすべての色情報がある。
【００２５】
　一方、中央の受光セルがＲである３×３の受光セルの周囲の８個の受光セルは、４個の
Ｇの受光セル、４個のＢの受光セルを有し、Ｒの受光セルが無く、同様に中央の受光セル
がＢである３×３の受光セルの周囲の８個の受光セルは、４個のＲの受光セル、４個のＧ
の受光セルを有し、Ｂの受光セルが無い。
【００２６】
　従って、Ｒの受光セル、又はＢの受光セルがない３×３の受光セルの周囲の８個の受光
セルは、隣接する単位ブロックで獲得されるＲの受光セル、又はＢの受光セルを使って補
完するなどの処理が必要となり、手間がかかる上に、周囲８個の受光セルのグループによ
り生成される画像の解像性能が低下するという問題が生じる。
【００２７】
　また、前述したように撮影光学系を同心円分割にした場合、アレイレンズの１マイクロ
レンズ当たりに割り付けることができる受光セルの割付数は、３×３が限界となっており
、同時に撮像される特性の異なる画像の画素数が低減するという問題がある。
【００２８】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、同時に撮像される特性の異なる複数
の画像の画質及び解像度の向上を図ることができる撮像モジュール及び撮像装置を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２９】
　上記目的を達成するために本発明の一の態様に係る撮像モジュールは、特性が異なるＸ
（Ｘは２以上の整数）個の被写体像を同時に撮像し、Ｘ個の被写体像の少なくとも１つの
被写体像に対し、複数の波長域の画素信号を出力する撮像モジュールであって、被写体光
が入射するＸ個の領域を有し、Ｘ個の領域毎に特性が異なる被写体像を同じ像面で重ねて
結像させる多様レンズと、多様レンズの瞳像をＸ個の領域毎に分割する瞳分割手段と、瞳
分割手段によって分割されたＸ個の瞳像をそれぞれ受光するＸ個の受光領域に対応して配
設されたＹ（Ｘ＋１以上の整数）個の光電変換器と、を備え、Ｘ個の受光領域のうちの少
なくとも１つの受光領域には、複数の光電変換器が配設され、１つの受光領域に配設され
た複数の光電変換器は、複数の波長域の画素信号を出力する。
【００３０】
　本発明の一の態様によれば、Ｘ個の領域毎に特性が異なる多様レンズの瞳像であって、
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瞳分割手段によって分割されたＸ個の瞳像を、Ｘ個の受光領域に対応して配設されたＹ（
Ｘ＋１以上の整数）個の光電変換器に入射させるようにしている。そして、Ｘ個の受光領
域のうちの少なくとも１つの受光領域には複数の光電変換器を配設し、複数の光電変換器
は複数の波長域の画素信号を出力するため、同時に撮像される特性の異なるＸ枚の画像の
うちの少なくとも１つの画像については、１つの瞳像に対応する複数の光電変換器から複
数の波長域の画素信号を取得することができ、１画素当たりの解像度を向上させることが
できる。
【００３１】
　本発明の他の態様に係る撮像モジュールにおいて、１つの受光領域に配設された複数の
光電変換器は、複数の波長域の情報からなる画像を構成する画素を生成するために必要な
全ての波長域の画素信号を出力することが好ましい。
【００３２】
　１つの受光領域に配設された複数の光電変換器は、複数の波長域の情報からなる画像を
構成する画素を生成するために必要な全ての波長域の画素信号を出力するため、Ｘ個の画
像のうちの少なくとも１つの画像については、１つの受光領域に配設された複数の光電変
換器からの画素信号のみを使用して、デモザイク処理された１画素の画像信号を得ること
ができる。
【００３３】
　逆に、１つの受光領域に配設された複数の光電変換器から出力される複数の画素信号内
に、複数の波長域の情報からなる画像を構成する画素を生成するために必要な全ての波長
域の画素信号が含まれていない場合（特定の波長域の画素信号が欠落している場合）には
、周囲のＹ個の光電変換器から出力される画素信号（特定の波長域の画素信号）を補間し
て特定の波長域の画素信号を生成する必要があり、この場合には、出力画像の解像度（実
質的な画素数）が低下するという問題が生じるが、本発明の他の態様によれば、このよう
な問題を解消することができる。
【００３４】
　本発明の更に他の態様に係る撮像モジュールにおいて、瞳分割手段は、２次元状に配列
されたマイクロレンズから構成されたアレイレンズであって、光電変換器の入射面側に配
設され、各マイクロレンズにより多様レンズの瞳像をＹ個の光電変換器に入射させるアレ
イレンズであることが好ましい。
【００３５】
　本発明の他の態様に係る撮像モジュールにおいて、瞳分割手段及びＹ個の光電変換器を
単位ブロックとすると、１つの受光領域に配設された複数の光電変換器は、同じ波長域の
画素信号を出力する２以上の光電変換器を含み、２以上の光電変換器は、単位ブロックの
中心に対して対称位置に配置されていることが好ましい。
【００３６】
　本発明の更に他の態様に係る撮像モジュールにおいて、１つの受光領域に配設された複
数の光電変換器は、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、及び青（Ｂ）の波長域毎の画素信号を出力する
。これにより、１つの受光領域に配設された複数の光電変換器から全ての色情報を取得す
ることができ、高精細なカラー画像を生成することができる。
【００３７】
　本発明の更に他の態様に係る撮像モジュールにおいて、多様レンズは、中央の第１の光
学系と、第１の光学系の周辺部に設けられ、第１の光学系とは特性が異なる第２の光学系
とからなるものが好ましい。中央の第１の光学系と第１の光学系の周辺部に設けられた第
２の光学系とにより構成された多様レンズは、例えば、上下に分割した光学系からなる撮
影光学系に比べてレンズ性能が優れたものになる。
【００３８】
　本発明の更に他の態様に係る撮像モジュールにおいて、多様レンズは、第１の光学系及
び第２の光学系のうちの一方が広角光学系であり、他方が望遠光学系である。これにより
、１回の撮像により広角画像と、望遠画像とを同時に取得することができる。
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【００３９】
　本発明の更に他の態様に係る撮像モジュールにおいて、多様レンズの第１の光学系は円
形の中央光学系であり、第２の光学系は中央光学系に対して同心円状に配設された環状光
学系であることが好ましい。
【００４０】
　本発明の更に他の態様に係る撮像モジュールにおいて、多様レンズの第１の光学系は円
形の中央光学系であり、第２の光学系は中央光学系に対して同心円状に配設された環状光
学系であり、瞳分割手段及びＹ個の光電変換器を単位ブロックとすると、単位ブロックは
、格子状に配列された３×３個の光電変換器を有し、中央光学系に対応する中央瞳像は、
単位ブロックの中央の光電変換器に入射し、環状光学系に対応する環状瞳像は、単位ブロ
ックの周囲の８個の光電変換器に入射することが好ましい。
【００４１】
　本発明の更に他の態様に係る撮像モジュールにおいて、単位ブロックの中央の光電変換
器は、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）及び青（Ｂ）の波長域の画素信号のうちのいずれか１つの画素
信号を出力し、かつ複数の単位ブロックの中央の光電変換器は、Ｒ、Ｇ及びＢの波長域の
画素信号を出力する光電変換器が周期的に配列されていることが好ましい。これにより、
３×３個の光電変換器の中央の光電変換器から出力される画素信号は、Ｒ、Ｇ及びＢの波
長域の画素信号を含み、１つの画像を生成するために必要な全ての波長域の画素信号を得
ることができる。
【００４２】
　本発明の更に他の態様に係る撮像モジュールにおいて、単位ブロックの周囲の８個の光
電変換器は、Ｇの波長域の画素信号を出力する４個の光電変換器と、Ｒの波長域の画素信
号を出力する２個の光電変換器と、Ｂの波長域の画素信号を出力する２個の光電変換器と
からなることが好ましい。これにより、ＲＧＢの画素信号の個数の比率は、１：２：１に
なり、輝度信号を得るために最も寄与するＧの光電変換器を多く配置することができる。
【００４３】
　本発明の更に他の態様に係る撮像モジュールにおいて、格子状に配列された６×６個の
光電変換器を基本ブロックとし、基本ブロックが水平方向及び垂直方向に繰り返し配置さ
れてイメージセンサが構成されていることが好ましい。６×６個の光電変換器の基本ブロ
ックが水平方向及び垂直方向に繰り返されているため、後段でのデモザイク処理等の画像
処理を行う際に、繰り返しパターンにしたがって処理を行うことができる。
【００４４】
　本発明の更に他の態様に係る撮像モジュールにおいて、アレイレンズは、各マイクロレ
ンズにより光電変換器上にそれぞれ入射させる瞳像のうち、互いに隣り合う瞳像の一部同
士を光電変換器上で重複させることが好ましい。
【００４５】
　アレイレンズの１マイクロレンズ当たりに割り付ける光電変換器の割付数を、３×３よ
りも少ない割り付けにすると、隣接するマイクロレンズの瞳像同士が重なり始める（クロ
ストークが発生する）。一般にクロストークが発生している光電変換器からは、光線空間
（ライトフィールド）を取り出すことができず、特許文献２、３のように各瞳像から同じ
視点位置に対応する画素信号を１つずつ取り出し、画像を再構成する場合には、正しい画
像が生成できなくなる。
【００４６】
　しかしながら、本発明の場合、同時に撮像される特性の異なるＸ枚の画像の画素信号を
取得することができればよいため、少なくともＸ個の受光領域（異なる受光領域）に対応
する瞳像同士が重ならなければよい。即ち、互いに隣り合う瞳像の一部同士が光電変換器
上で重複しても、同じ特性の瞳像の近傍の像が重なるだけであり、多少の特性変化はある
が、画像として破綻することはない。
【００４７】
　このように、アレイレンズは、互いに隣り合う瞳像の一部同士が光電変換器上で重複さ
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せるため、アレイレンズの１マイクロレンズ当たりに実質的に割り付けられる光電変換器
の割付数を３×３よりも少なくすることができ、その結果、同時に撮像される特性の異な
る画像の画素数を増加させることができる。
【００４８】
　本発明の更に他の態様に係る撮像モジュールにおいて、多様レンズは、中央の第１の光
学系と、第１の光学系の周辺部に設けられ、第１の光学系とは特性が異なる第２の光学系
とからなり、瞳分割手段及びＹ個の光電変換器を単位ブロックとすると、単位ブロックは
、格子状に配列された３×３個の光電変換器を有し、多様レンズの第１の光学系は円形の
中央光学系であり、第２の光学系は中央光学系に対して同心円状に配設された環状光学系
であり、第１の光学系に対応する中央瞳像は、単位ブロックの中央の光電変換器に入射し
、第２の光学系に対応する環状瞳像は、単位ブロックの周囲の８個の光電変換器に入射し
、格子状に配列された４×４個の光電変換器を基本ブロックとし、基本ブロックが水平方
向及び垂直方向に繰り返し配置されてイメージセンサが構成されていることが好ましい。
【００４９】
　本発明の更に他の態様に係る撮像モジュールにおいて、多様レンズは、中央の第１の光
学系と、第１の光学系の周辺部に設けられ、第１の光学系とは特性が異なる第２の光学系
とからなり、多様レンズの第１の光学系は円形の中央光学系であり、第２の光学系は中央
光学系に対して同心円状に配設された環状光学系であり、アレイレンズは、各マイクロレ
ンズによりＹ個の光電変換器にそれぞれ結像させる瞳像のうち、互いに隣り合う環状光学
系に対応する環状瞳像の一部同士をＹ個の光電変換器上で重複させるとともに、互いに隣
り合う中央光学系に対応する中央瞳像と第２の光学系に対応する環状瞳像の一部とを重複
させ、環状光学系は、中央光学系に対応する中央瞳像と重複する環状瞳像の一部に対応す
る部分が遮光され、又は中央光学系に対応する中央瞳像と重複する環状瞳像の一部に対応
する部分が欠落して形成されていることが好ましい。
【００５０】
　本発明の更に他の態様によれば、環状光学系は、一部が遮光され、又は一部が欠落して
形成され、中央瞳像と環状瞳像とが光電変換器上で重複しないようにしている。これによ
り、アレイレンズの１マイクロレンズ当たりの実質的な光電変換器の割当数を更に減少さ
せることが可能になる。
【００５１】
　本発明の更に他の態様に係る撮像モジュールにおいて、多様レンズは、中央の第１の光
学系と、第１の光学系の周辺部に設けられ、第１の光学系とは特性が異なる第２の光学系
とからなり、多様レンズの第１の光学系は円形の中央光学系であり、第２の光学系は中央
光学系に対して同心円状に配設された環状光学系であって、特性が異なる第３の光学系と
第４の光学系とが交互に配置されてなる環状光学系であり、アレイレンズは、各マイクロ
レンズによりＹ個の光電変換器にそれぞれ結像させる瞳像のうち、互いに隣り合う環状光
学系の第３の光学系に対応する第１の環状瞳像同士をＹ個の光電変換器上で重複させると
ともに、互いに隣り合う環状光学系の第４の光学系に対応する第２の環状瞳像同士をＹ個
の光電変換器上で重複させることが好ましい。これにより、１回の撮像により３種類の特
性の異なる画像を同時に取得することができる。
【００５２】
　本発明の更に他の態様に係る撮像モジュールにおいて、光電変換器が六方格子状に配列
され、瞳分割手段及びＹ個の光電変換器を単位ブロックとすると、単位ブロックは、１個
の中央の光電変換器と周囲の６個の光電変換器とからなり、中央光学系に対応する中央瞳
像は、中央の光電変換器に入射し、環状光学系の第３の光学系に対応する第１の環状瞳像
は、周囲の６個の光電変換器のうちの中央の光電変換器から１２０度３方向の３個の光電
変換器に入射し、環状光学系の第４の光学系に対応する第２の環状瞳像は、周囲の６個の
光電変換器のうちの中央の光電変換器から１２０度３方向の他の３個の光電変換器に入射
することが好ましい。
【００５３】
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　本発明の更に他の態様に係る撮像モジュールにおいて、多様レンズの中央光学系は広角
光学系であり、環状光学系の第３の光学系及び第４の光学系はそれぞれ焦点距離の異なる
望遠光学系であることが好ましい。これにより、１回の撮像により広角画像と、それぞれ
撮影倍率の異なる２枚の望遠画像とを同時に取得することができる。
【００５４】
　本発明の更に他の態様に係る撮像モジュールにおいて、多様レンズの中央光学系は広角
光学系であり、環状光学系の第３の光学系及び第４の光学系はそれぞれ撮影距離の異なる
望遠光学系であることが好ましい。これにより、１回の撮像により広角画像と、撮影距離
の異なる被写体に対して合焦した２枚の望遠画像とを同時に取得することができる。
【００５５】
　本発明の更に他の態様に係る撮像モジュールにおいて、環状光学系は、光束を２回以上
反射させる反射光学系を有することが好ましい。これにより、環状光学系の光軸方向の寸
法を短くすることができ、装置をコンパクトにすることができる。
【００５６】
　本発明の更に他の態様に係る撮像装置は、上記のいずれかの撮像モジュールと、瞳分割
手段及びＹ個の光電変換器を単位ブロックとすると、１つの単位ブロック内の光電変換器
から出力される画素信号に基づいて、複数の波長域の情報からなる少なくとも１つの画像
を構成する１画素分の画像信号を生成する画像生成部と、を備えている。
【００５７】
　本発明の他の態様によれば、同時に撮像されるＸ枚の画像のうちの少なくとも１つの画
像については、単位ブロック内の画素信号を使用して１画素分のデモザイク処理された画
像信号を生成することができ、画像の画質及び解像度の向上を図ることができる。
【発明の効果】
【００５８】
　本発明によれば、同時に撮像される特性の異なる複数の画像のうちの少なくとも１つの
画像の画質及び解像度の向上を図ることができる。また、アレイレンズは、互いに隣り合
う多様レンズの瞳像の一部同士を光電変換器上で重複させるため、アレイレンズの１マイ
クロレンズ当たりに実質的に割り付けられる光電変換器の割付数を少なくすることができ
、その結果、同時に撮像可能な特性の異なる画像の画素数を増加させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明に係る撮像モジュールを含む撮像装置の外観斜視図
【図２】図１に示した撮像装置の内部構成の実施形態を示すブロック図
【図３】図１に示した撮像装置に適用された撮影光学系の第１の実施形態を示す断面図
【図４】本発明に係る撮像装置の第１の実施形態を説明するために用いたアレイレンズ及
びイメージセンサの要部拡大図
【図５】本発明に係る撮像装置に適用されるイメージセンサに配設されたカラーフィルタ
の第１の実施形態のカラーフィルタ配列等を示す図
【図６】本発明に係る撮像装置に適用されるイメージセンサに配設されたカラーフィルタ
の第２の実施形態のカラーフィルタ配列等を示す図
【図７】イメージセンサにおける好適なカラーフィルタ配列を説明するために用いた図
【図８】イメージセンサにおける好適なカラーフィルタ配列を説明するために用いた他の
図
【図９】本発明に係る撮像装置の第２の実施形態を説明するために用いたアレイレンズ及
びイメージセンサの要部拡大図
【図１０】本発明に係る撮像装置の第２の実施形態におけるイメージセンサのカラーフィ
ルタ配列等を示す図
【図１１】第２の実施形態におけるイメージセンサのカラーフィルタ配列の第１の変形例
を示す図
【図１２】第２の実施形態におけるイメージセンサのカラーフィルタ配列の第２の変形例
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を示す図
【図１３】第２の実施形態におけるイメージセンサのカラーフィルタ配列の第３の変形例
を示す図
【図１４】本発明に係る撮像装置の第３の実施形態を説明するために用いた撮影光学系、
アレイレンズ及びイメージセンサ等を示す図
【図１５】本発明に係る撮像装置の第４の実施形態を説明するために用いた撮影光学系、
アレイレンズ及びイメージセンサ等を示す図
【図１６】第４の実施形態におけるイメージセンサのカラーフィルタ配列を示す図
【図１７】図１に示した撮像装置に適用可能な撮影光学系の第２の実施形態を示す断面図
【図１８】撮像装置の他の実施形態であるスマートフォンの外観図
【図１９】スマートフォンの要部構成を示すブロック図
【図２０】中央光学系及び環状光学系を有する撮影光学系、アレイレンズ及びイメージセ
ンサを備えた従来の撮像装置を示す図
【図２１】１つの受光セルと瞳像との関係を示す図
【図２２】従来のイメージセンサ上に結像される各瞳像の一例を示す図
【図２３】従来のイメージセンサ上に結像される各瞳像の他の例を示す図
【図２４】発明が解決しようとする課題を説明するために用いた図
【発明を実施するための形態】
【００６０】
　以下、添付図面に従って本発明に係る撮像モジュール及び撮像装置の実施の形態につい
て説明する。
【００６１】
　＜撮像装置の外観＞
　図１は本発明に係る撮像モジュールを含む撮像装置の外観斜視図である。図１に示すよ
うに、撮像装置１０の前面には、多様レンズ（撮影光学系）１２、フラッシュ発光部１９
等が配置され、上面にはシャッタボタン３８－１が設けられている。Ｌ１は多様レンズ１
２の光軸を表す。
【００６２】
　図２は撮像装置１０の内部構成の実施形態を示すブロック図である。
【００６３】
　この撮像装置１０は、撮像した画像をメモリカード５４に記録するもので、主として多
様レンズ１２、アレイレンズ１６、及びイメージセンサ１８等を含む撮像モジュール１１
に特徴がある。
【００６４】
　［撮影光学系］
　図３は、撮像装置１０（撮像モジュール１１）に適用された多様レンズの第１の実施形
態を示す断面図である。
【００６５】
　図３に示すように多様レンズ１２は、それぞれ同一の光軸上に配置された中央部の中央
光学系（第１の光学系）１３とその周辺部の環状光学系（第２の光学系）１４とから構成
されている。
【００６６】
　中央光学系１３は、第１レンズ１３ａ、第２レンズ１３ｂ、第３レンズ１３ｃ、第４レ
ンズ１３ｄ、及び共通レンズ１５から構成された広角光学系（広角レンズ）であり、アレ
イレンズ１６上に広角画像を結像させる。
【００６７】
　環状光学系１４は、第１レンズ１４ａ、第２レンズ１４ｂ、第１反射ミラー１４ｃ（反
射光学系）、第２反射ミラー１４ｄ（反射光学系）、及び共通レンズ１５から構成された
望遠光学系（望遠レンズ）であり、アレイレンズ１６上に望遠画像を結像させる。第１レ
ンズ１４ａ、及び第２レンズ１４ｂを介して入射した光束は、第１反射ミラー１４ｃ及び
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第２反射ミラー１４ｄにより２回反射された後、共通レンズ１５を通過する。第１反射ミ
ラー１４ｃ及び第２反射ミラー１４ｄにより光束が折り返されることにより、焦点距離の
長い望遠光学系（望遠レンズ）の光軸方向の長さを短くしている。
【００６８】
　［本発明に係る撮像装置の第１の実施形態］
　次に、本発明に係る撮像装置の第１の実施形態について説明する。
【００６９】
　図４は、図２及び図３に示したアレイレンズ１６及びイメージセンサ１８の要部拡大図
である。
【００７０】
　アレイレンズ１６は、複数のマイクロレンズ（瞳結像レンズ）１６ａが２次元状に配列
されて構成されており、各マイクロレンズの水平方向及び垂直方向の間隔は、イメージセ
ンサ１８の受光セル（光電変換器）１８ａの３つ分の間隔に対応している。即ち、アレイ
レンズ１６の各マイクロレンズは、水平方向及び垂直方向の各方向に対して、２つ置きの
受光セルの位置に対応して形成されたものが使用される。
【００７１】
　また、アレイレンズ１６の各マイクロレンズ１６ａは、多様レンズ１２の中央光学系１
３及び環状光学系１４に対応する、円形の中央瞳像（第１の瞳像）１７ａ及び環状瞳像（
第２の瞳像）１７ｂを、イメージセンサ１８の対応する受光領域の受光セル１８ａ上に結
像させる。
【００７２】
　図４に示す第１の実施形態のアレイレンズ１６及びイメージセンサ１８によれば、アレ
イレンズ１６の１マイクロレンズ１６ａ当たりに付き、格子状（正方格子状）の３×３個
の受光セル１８ａが割り付けられている。以下、１つのマイクロレンズ１６ａ及び１つの
マイクロレンズ１６ａに対応する受光セル群（３×３個の受光セル１８ａ）を単位ブロッ
クという。
【００７３】
　中央瞳像１７ａは、単位ブロックの中央の受光セル１８ａのみに結像し、環状瞳像１７
ｂは、単位ブロックの周囲の８個の受光セル１８ａに結像する。
【００７４】
　本発明に係る撮像装置１０（撮像モジュール１１）によれば、後述するように中央光学
系１３に対応する広角画像と、環状光学系１４に対応する望遠画像とを同時に撮像するこ
とができる。
【００７５】
　［イメージセンサの第１の実施形態］
　図５は本発明に係る撮像装置１０（撮像モジュール１１）に適用されるイメージセンサ
１８を示す図であり、特にイメージセンサ１８に配設されたカラーフィルタの第１の実施
形態のカラーフィルタ配列等を示す図である。尚、図５上で、アレイレンズ１６は省略さ
れているが、円形で示した領域は、アレイレンズ１６の各マイクロレンズ１６ａにより瞳
像が結像される３×３個の受光セルを含む単位ブロックを示している。
【００７６】
　図５（ａ）に示すようにイメージセンサ１８の撮像面上には、各受光セル上に配設され
たカラーフィルタにより構成されるカラーフィルタ配列が設けられる。
【００７７】
　このカラーフィルタ配列は、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、及び青（Ｂ）の各波長域の光を透過
させる３原色のカラーフィルタ（以下、Ｒフィルタ、Ｇフィルタ、Ｂフィルタという）に
より構成されている。そして、各受光セル上には、ＲＧＢフィルタのいずれかが配置され
る。以下、Ｒフィルタが配置された受光セルを「Ｒ受光セル」、Ｇフィルタが配置された
受光セルを「Ｇ受光セル」、Ｂフィルタが配置された受光セルを「Ｂ受光セル」という。
【００７８】
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　図５（ａ）に示すカラーフィルタ配列は、６×６個の受光セルを基本ブロックＢ（図５
（ａ）の太枠で示したブロック、及び図５（ｂ）参照）とし、基本ブロックＢが水平方向
及び垂直方向に繰り返し配置されて構成されている。
【００７９】
　図５（ｂ）に示すように基本ブロックＢは、４個の単位ブロックＢ１～Ｂ４により構成
されている。
【００８０】
　図５（ｃ１）及び（ｃ２）は、それぞれ４個の単位ブロックＢ１～Ｂ４の中央の受光セ
ル（図３に示した中央光学系１３を通過した光束が入射する受光セル）のグループと、周
囲の８個の受光セル（図３に示した環状光学系１４を通過した光速が入射する受光セル）
のグループとを示す。
【００８１】
　図５（ｃ１）に示すように中央の受光セルのグループの画像は、ベイヤ配列のモザイク
画像となる。これにより、ベイヤ配列のモザイク画像をデモザイク処理することにより、
問題なくカラー画像を得ることができる。
【００８２】
　一方、図５（ｃ２）に示すように、単位ブロックＢ１～Ｂ４の各中央の受光セルの周囲
の８個の受光セルのグループは、８個の受光セル内にＲＧＢの全ての受光セル（Ｒ受光セ
ル、Ｇ受光セル、Ｂ受光セル）を含み、かつ単位ブロックＢ１～Ｂ４にかかわらず、ＲＧ
Ｂの受光セルが同じパターンで配置されている。
【００８３】
　具体的には、各単位ブロックＢ１～Ｂ４の４隅の４つの受光セルは、Ｇ受光セルが配置
され、中央の受光セルを挟んで上下の２個の受光セルは、Ｒ受光セルが配置され、中央の
受光セルを挟んで左右の２個の受光セルは、Ｂ受光セルが配置されている。
【００８４】
　また、Ｒ受光セル、Ｇ受光セル、及びＢ受光セルは、それぞれ単位ブロックの中央の受
光セル（中心）に対して対称位置に配置されている。これにより、単位ブロック内のＲＧ
Ｂの受光セルの出力信号を使用して、その単位ブロック毎のデモザイク処理（同時化処理
）後の、画像を構成する１つの画素（ＲＧＢの画素値）を生成することができる。
【００８５】
　即ち、単位ブロック内の４個のＧ受光セルの出力信号（画素値）の平均値を求めること
により、単位ブロック（１マイクロレンズ）の中心位置におけるＧ画素の画素値を取得す
ることができ、同様に単位ブロック内の２個のＲ受光セルの画素値の平均値、及び２個の
Ｂ受光セルの画素値の平均値を求めることにより、それぞれ単位ブロックの中心位置にお
けるＲ画素及びＢ画素の画素値を取得することができる。
【００８６】
　これにより、単位ブロックの周囲の８個の受光セルのグループにより生成される、環状
光学系１４（望遠光学系）に対応する望遠画像については、単位ブロック内のＲＧＢの受
光セルの画素値を使用してデモザイク処理を行うことができ、周囲の単位ブロックの受光
セルの画素値を補間して特定の波長域の画素の画素値を生成する必要がなく、出力画像の
解像度（実質的な画素数）を低下させることがない。
【００８７】
　また、単位ブロックＢ１～Ｂ４の周囲の８個の受光セルは、２個のＲ受光セル、４個の
Ｇ受光セル、２個のＢ受光セルを有し、ＲＧＢの受光セルの比率は、１：２：１になり、
輝度信号を得るために最も寄与するＧ受光セルが多く配置されている。
【００８８】
　図２に戻って、撮像装置１０（撮像モジュール１１）は、図３で説明した中央光学系１
３及び環状光学系１４を有する多様レンズ１２と、図４及び図５で説明した第１の実施形
態のアレイレンズ１６及びイメージセンサ１８とを備えている。装置全体の動作は、ＥＥ
ＰＲＯＭ（Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory）５６に格納された
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カメラ制御プログラムに基づいて、中央処理装置（ＣＰＵ）４０によって統括制御される
。尚、ＥＥＰＲＯＭ５６には、カメラ制御プログラムの他に、イメージセンサ１４の画素
の欠陥情報、画像処理等に使用する各種のパラメータやテーブル等が記憶されている。
【００８９】
　撮像装置１０には、シャッタボタン３８－１、モードダイヤル（モード切替装置）、再
生ボタン、ＭＥＮＵ／ＯＫキー、十字キー、ＢＡＣＫキー等の操作部３８が設けられてい
る。この操作部３８からの信号はＣＰＵ４０に入力され、ＣＰＵ４０は入力信号に基づい
て撮像装置１０の各回路を制御し、例えば、撮影動作制御、画像処理制御、画像データの
記録／再生制御、液晶モニタ（ＬＣＤ）３０の表示制御などを行う。
【００９０】
　シャッタボタン３８－１（図１）は、撮影開始の指示を入力する操作ボタンであり、半
押し時にＯＮするＳ１スイッチと、全押し時にＯＮするＳ２スイッチとを有する二段スト
ローク式のスイッチで構成されている。
【００９１】
　モードダイヤルは、静止画を撮影するオート撮影モード、マニュアル撮影モード、人物
、風景、夜景等のシーンポジション、及び動画を撮影する動画モードを切り替える選択手
段である。また、モードダイヤルは、撮影モード時に、中央光学系１３を介して結像され
る広角画像（第１の画像）を取得する第１の撮影モード、環状光学系１４を介して結像さ
れる望遠画像（第２の画像）を取得する第２の撮影モード、広角画像及び望遠画像を同時
に取得するハイブリッド撮影モード等を切り替える選択手段として機能する。
【００９２】
　再生ボタンは、撮影記録した静止画又は動画を液晶モニタ３０に表示させる再生モード
に切り替えるためのボタンである。ＭＥＮＵ／ＯＫキーは、液晶モニタ３０の画面上にメ
ニューを表示させる指令を行うためのメニューボタンとしての機能と、選択内容の確定及
び実行などを指令するＯＫボタンとしての機能とを兼備した操作キーである。十字キーは
、上下左右の４方向の指示を入力する操作部であり、メニュー画面から項目を選択したり
、各メニューから各種設定項目の選択を指示したりするボタン（カーソル移動操作手段）
として機能する。また、十字キーの上／下キーは撮影時のズームスイッチあるいは再生モ
ード時の再生ズームスイッチとして機能し、左／右キーは再生モード時のコマ送り（順方
向／逆方向送り）ボタンとして機能する。ＢＡＣＫキーは、選択項目など所望の対象の消
去や指示内容の取消し、あるいは１つ前の操作状態に戻らせるときなどに使用される。
【００９３】
　撮影モード時において、被写体光は、多様レンズ１２及びアレイレンズ１６を介してイ
メージセンサ１８の受光面に結像される。
【００９４】
　イメージセンサ１８の各受光セル（光電変換器）の受光面に結像された被写体像は、そ
の入射光量に応じた量の信号電圧（または電荷）に変換される。
【００９５】
　イメージセンサ１８に蓄積された信号電圧（または電荷）は、受光セルそのもの若しく
は付設されたキャパシタに蓄えられる。蓄えられた信号電圧（または電荷）は、センサ制
御部３２により、Ｘ－Ｙアドレス方式を用いたＭＯＳ型撮像素子（いわゆるＣＭＯＳセン
サ）の手法を用いて、受光セル位置の選択とともに読み出される。
【００９６】
　これにより、イメージセンサ１８から中央光学系１３に対応する中央の受光セルのグル
ープの広角画像を示す画素信号と、環状光学系１４に対応する周囲８個の受光セルのグル
ープの望遠画像を示す画素信号とを読み出すことができる。
【００９７】
　イメージセンサ１８から読み出された画素信号（電圧信号）は、相関二重サンプリング
処理（センサ出力信号に含まれるノイズ（特に熱雑音）等を軽減することを目的として、
受光セル毎の出力信号に含まれるフィードスルー成分レベルと信号成分レベルとの差をと
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ることにより正確な画素データを得る処理）により受光セル毎の画素信号がサンプリング
ホールドされ、増幅されたのちＡ／Ｄ変換器２０に加えられる。Ａ／Ｄ変換器２０は、順
次入力する画素信号をデジタル信号に変換して画像入力コントローラ２２に出力する。尚
、ＭＯＳ型センサでは、Ａ／Ｄ変換器が内蔵されているものがあり、この場合、イメージ
センサ１８から直接デジタル信号が出力される。
【００９８】
　イメージセンサ１８の受光セル位置を選択して画素信号を読み出すことにより、広角画
像を示す画素信号と望遠画像を示す画素信号とを選択的に読み出すことができる。
【００９９】
　即ち、イメージセンサ１８の中央瞳像１７ａが入射する受光セルの画素信号を選択的に
読み出すことにより、１マイクロレンズ当たり１個の受光セル（３×３の受光セルの中央
の受光セル）の広角画像を示す画素信号（ベイヤ配列のモザイク画像を示す画素信号）を
取得することができ、一方、イメージセンサ１８の環状瞳像１７ｂが入射する、８個の受
光セルの画素信号を選択的に読み出すことにより、１マイクロレンズ当たり８個の画素信
号を取得することができる。
【０１００】
　尚、イメージセンサ１８から全ての画素信号を読み出してメモリ(SDRAM)４８に一時的
に記憶させ、デジタル信号処理部（画像生成部）２４がメモリ４８に記憶させた画素信号
に基づいて上記と同様に広角画像と望遠画像の２つ画像の画素信号のグループ分けを行っ
てもよい。
【０１０１】
　また、デジタル信号処理部２４は、画像入力コントローラ２２を介して入力するデジタ
ルの画素信号（ＲＧＢの点順次のＲ信号、Ｇ信号、Ｂ信号）に対して、オフセット処理、
ガンマ補正処理、及びＲＧＢのモザイク画像の信号に対するデモザイク処理等の所定の信
号処理を行う。ここで、デモザイク処理とは、単板式のイメージセンサ１８のカラーフィ
ルタ配列に対応したＲＧＢのモザイク画像から画素毎に全ての色情報を算出する処理であ
り、同時化処理ともいう。例えば、ＲＧＢ３色のカラーフィルタからなるイメージセンサ
１８の場合、ＲＧＢからなるモザイク画像から画素毎にＲＧＢ全ての色情報を算出する処
理である。
【０１０２】
　即ち、デジタル信号処理部２４に含まれるデモザイク処理部は、広角画像（ベイヤ配列
のモザイク画像）のＧ受光セルの位置には、Ｒ受光セル、Ｂ受光セルが無いため、そのＧ
受光セルの周囲のＲ受光セル、Ｂ受光セルのＲ信号、Ｂ信号をそれぞれ補間して、Ｇ受光
セルの位置におけるＲ信号、Ｂ信号を生成する。同様に、モザイク画像のＲ受光セルの位
置には、Ｇ受光セル、Ｂ受光セルが無いため、そのＲ受光セルの周囲のＧ受光セル、Ｂ受
光セルのＧ信号、Ｂ信号をそれぞれ補間してＲ受光セルの位置におけるＧ信号、Ｂ信号を
生成し、また、モザイク画像のＢ受光セルの位置には、Ｇ受光セル、Ｒ受光セルが無いた
め、そのＢ受光セルの周囲のＧ受光セル、Ｒ受光セルのＧ信号、Ｒ信号をそれぞれ補間し
てＢ受光セルの位置におけるＧ信号、Ｒ信号を生成する。
【０１０３】
　一方、望遠画像は、１マイクロレンズ１６ａ当たり８個（３×３の単位ブロックの周囲
８個）のモザイク画像からなり、かつ８個の受光セル内には、ＲＧＢの全ての色情報（Ｒ
受光セル、Ｇ受光セル、Ｂ受光セル）が含まれているため、デモザイク処理部は、単位ブ
ロック内の８個の受光セルの出力信号を使用して単位ブロック毎にデモザイク処理した、
画像を構成する１つの画素（ＲＧＢの画素値）を生成することができる。
【０１０４】
　具体的には、望遠画像のモザイク画像をデモザイク処理するデモザイク処理部（画像生
成部）は、単位ブロック内の４個のＧ受光セルの画素値の平均値を求めることにより、単
位ブロック（１マイクロレンズ）の中心位置における画素のＧの画素値を算出し、同様に
単位ブロック内の２個のＲ受光セルの画素値の平均値、及び２個のＢ受光セルの画素値の
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平均値を求めることにより、それぞれ単位ブロックの中心位置における画素のＲの画素値
及びＢの画素値を算出する。
【０１０５】
　上記デモザイク処理部により生成される広角画像及び望遠画像の２つのデモザイク画像
のうちの望遠画像のデモザイク画像は、単位ブロック内の８個の受光セルの出力信号を使
用してデモザイク処理が行われるため、周囲の単位ブロックの受光セルの出力信号を使用
（補間）してデモザイク処理が行われる広角画像のデモザイク画像よりも解像度が実質的
に高いものとなる。
【０１０６】
　また、デジタル信号処理部２４は、デモザイク処理部によりデモザイク処理されたＲＧ
Ｂの色情報（Ｒ信号、Ｇ信号、Ｂ信号）から輝度信号Ｙと色差信号Ｃｂ，Ｃｒを生成する
ＲＧＢ／ＹＣ変換等を行う。
【０１０７】
　デジタル信号処理部２４で処理され画像信号は、ＶＲＡＭ(Video Random Access Memor
y)５０に入力される。ＶＲＡＭ５０から読み出された画像信号はビデオ・エンコーダ２８
においてエンコーディングされ、カメラ背面に設けられている液晶モニタ３０に出力され
、これにより被写体像が液晶モニタ３０の表示画面上に表示される。
【０１０８】
　操作部３８のシャッタボタン３８－１の第１段階の押下（半押し）があると、ＣＰＵ４
０は、ＡＥ動作を開始させ、Ａ／Ｄ変換器２０から出力される画像データは、ＡＥ検出部
４４に取り込まれる。
【０１０９】
　ＡＥ検出部４４では、画面全体の画像信号を積算し、又は画面中央部と周辺部とで異な
る重みづけをした画像信号を積算し、その積算値をＣＰＵ４０に出力する。ＣＰＵ４０は
、ＡＥ検出部４４から入力する積算値より被写体の明るさ（撮影Ｅｖ値）を算出し、この
撮影Ｅｖ値に基づいて絞り（図示せず）の絞り値及びイメージセンサ１８の電子シャッタ
（シャッタスピード）を所定のプログラム線図に従って決定し、その決定した絞り値に基
づいて絞りを制御すると共に、決定したシャッタスピードに基づいてセンサ制御部３２を
介してイメージセンサ１８での電荷蓄積時間を制御する。
【０１１０】
　ＡＥ動作が終了し、シャッタボタン３８－１の第２段階の押下（全押し）があると、そ
の押下に応答してＡ／Ｄ変換器２０から出力される画像データが画像入力コントローラ２
２からメモリ(SDRAM: Synchronous Dynamic RAM)４８に入力され、一時的に記憶される。
メモリ４８に一時的に記憶された画像信号は、デジタル信号処理部２４により適宜読み出
され、ここで所定の信号処理が行われて再びメモリ４８に記憶される。
【０１１１】
　メモリ４８に記憶された画像信号は、それぞれ圧縮伸張処理部２６に出力され、JPEG(J
oint Photographic Experts Group)などの所定の圧縮処理が実行されたのち、メディア・
コントローラ５２を介してメモリカード５４に記録される。
【０１１２】
　そして、モードダイヤルにより第１の撮影モード又は第２の撮影モードが選択されると
、広角画像又は望遠画像を選択的に取得することができ、モードダイヤルによりハイブリ
ッド撮影モードが選択されると、広角画像と望遠画像とを同時に取得することができる。
これにより、広角光学系と望遠光学系のメカ的な切り替えや、ズームレンズのズーム操作
なしに、広角画像と望遠画像とを取得することができる。
【０１１３】
　［イメージセンサの第２の実施形態］
　図６は本発明に係る撮像装置１０（撮像モジュール１１）に適用されるイメージセンサ
１８の他の実施形態を示す図であり、特にイメージセンサ１８に配設されたカラーフィル
タの第２の実施形態のカラーフィルタ配列等を示す図である。
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【０１１４】
　図６（ａ）に示すようにイメージセンサ１８の他の実施形態のカラーフィルタ配列は、
図５（ａ）に示したカラーフィルタ配列と同様に、６×６個の受光セルを基本ブロックＢ
（図６（ａ）の太枠で示したブロック、及び図６（ｂ）参照）とし、基本ブロックＢが水
平方向及び垂直方向に繰り返し配置されて構成されている。
【０１１５】
　図６（ｂ）に示すように基本ブロックＢは、４個の単位ブロックＢ１～Ｂ４により構成
されている。
【０１１６】
　図６（ｃ１）及び（ｃ２）は、それぞれ４個の単位ブロックＢ１～Ｂ４の中央の受光セ
ルのグループと、周囲の８個の受光セルのグループとを示す。
【０１１７】
　図６（ｃ１）に示すように中央の受光セルのグループの画像は、ベイヤ配列のモザイク
画像となる。これにより、ベイヤ配列のモザイク画像をデモザイク処理することにより、
問題なくカラー画像を得ることができる。
【０１１８】
　一方、図６（ｃ２）に示すように、単位ブロックＢ１～Ｂ４の各中央の受光セルの周囲
の８個の受光セルのグループは、８個の受光セル内にＲＧＢの全ての受光セル（Ｒ受光セ
ル、Ｇ受光セル、Ｂ受光セル）を含み、かつ単位ブロックＢ１～Ｂ４にかかわらず、ＲＧ
Ｂの受光セルが同じパターンで配置されている。
【０１１９】
　具体的には、各単位ブロックＢ１～Ｂ４の中央の受光セルを挟んで上下左右の４個の受
光セルは、Ｇ受光セルが配置され、単位ブロックの左上及び右下の２個の受光セルは、Ｒ
受光セルが配置され、単位ブロックの右上及び左下の２個の受光セルは、Ｂ受光セルが配
置されている。
【０１２０】
　また、Ｒ受光セル、Ｇ受光セル、及びＢ受光セルは、それぞれ単位ブロックの中央の受
光セル（中心）に対して対称位置に配置されている。これにより、単位ブロック内のＲＧ
Ｂの受光セルの出力信号を使用して、その単位ブロック毎のデモザイク処理後の、画像を
構成する１つの画素（ＲＧＢの画素値）を生成することができる。
【０１２１】
　即ち、単位ブロック内の４個のＧ受光セルの画素値の平均値を求めることにより、単位
ブロック（１マイクロレンズ）の中心位置におけるＧ受光セルの画素値を取得することが
でき、同様に単位ブロック内の２個のＲ受光セルの画素値の平均値、及び２個のＢ受光セ
ルの画素値の平均値を求めることにより、それぞれ単位ブロックの中心位置における画素
のＲの画素値及びＢの画素値を取得することができる。
【０１２２】
　また、単位ブロックＢ１～Ｂ４の周囲の８個の受光セルは、２個のＲ受光セル、４個の
Ｇ受光セル、２個のＢ受光セルを有し、ＲＧＢの受光セルの比率は、１：２：１になり、
輝度信号を得るために最も寄与するＧ受光セルが多く配置されている。
【０１２３】
　尚、上記の実施形態では、単位ブロックＢ１～Ｂ４の中央の受光セルのグループの画像
は、ベイヤ配列のモザイク画像になるように各中央の受光セルにカラーフィルタが一定の
パターンで周期的に配置されているが、これに限らず、各中央の受光セルに配置されるカ
ラーフィルタは、ＧストライプＲ／Ｇ完全市松、X-Trans（登録商標）配列等のカラーフ
ィルタを配置してもよく、要は全ての波長域の画素信号を得ることができるようにカラー
フィルタが配列されていればよい。
【０１２４】
　［より好適な周囲８画素のフィルタ配置（１）］
　３×３個の受光セルを有する単位ブロックの周囲の８個の受光セルに対するカラーフィ
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ルタ配置は、図５及び図６に示した第１、第２の実施形態以外にも種々の配置が考えられ
る。
【０１２５】
　図７（ａ）及び（ｂ）は、それぞれ図５（ａ）に示したカラーフィルタの第１の実施形
態を示し、特に多様レンズ１２のうちの環状光学系１４を透過してくる光束が、マイクロ
レンズ１６ａの指向性により入射する、３×３個の単位ブロックの周囲の８個の受光セル
における入射領域を示している。
【０１２６】
　図７（ａ）に示すように画像中心（イメージセンサ１８の光軸近くの単位ブロック）で
は、環状光学系１４を透過してくる光束の入射領域は、きれいな円環状となるので、周囲
の８個の受光セルにおけるＲＧＢのフィルタ配置の差は生じない。
【０１２７】
　一方、光学レンズの一般的な性質として、光軸から離れた画像周辺になるほど「けられ
」が生じることが知られている。本例の環状光学系１４のように円環瞳を持つ光学レンズ
の場合には、センサ面への入射光パターンは、「けられ」によって円形から三日月状にな
る（図７（ｂ）～（ｅ））。
【０１２８】
　即ち、イメージセンサ１８の周辺では、単位ブロックの周囲８個の受光セルのうち、偏
った受光セルでしか光を検出できなくなりがちである。このようなときにも、全色の情報
を獲得するためには、各波長域の画素信号を出力するＲＧＢの受光セルを、満遍なく８個
の受光セルに割り付けておくことが好ましい。
【０１２９】
　図７（ｂ）に示すカラーフィルタ配列（第１の実施形態）の場合、イメージセンサ１８
の４隅周辺の単位ブロックであっても、周囲８個のＲＧＢの受光セルに三日月状の光束が
満遍なく入射し、三日月状の光束が入射するＲＧＢの各受光セルの面積比は、ほぼ等しく
なる（Ｇ≒Ｒ＝Ｂ）。
【０１３０】
　また、図７（ｃ）に示すカラーフィルタ配列（図６（ａ）に示した第２の実施形態）の
場合も、周囲８個のＲＧＢの受光セルに三日月状の光束が満遍なく入射し、三日月状の光
束が入射するＲＧＢの各受光セルの面積比は、ほぼ等しくなる（Ｇ≒Ｒ≒Ｂ）。
【０１３１】
　一方、図７（ｄ）に示すカラーフィルタ配列の場合、周囲８個のＲＧＢの受光セルが、
周囲の方向に関して満遍なく配置されておらず、三日月状の光束が入射するＲＧＢの各受
光セルの面積比は、不均一になる（Ｇ≫Ｒ＞Ｂ）。同様に図７（ｅ）に示すカラーフィル
タ配列の場合も、周囲８個のＲＧＢの受光セルが、周囲の方向に関して満遍なく配置され
ておらず、三日月状の光束が入射するＲＧＢの各受光セルの面積比は、不均一になる（Ｇ
＞Ｒ＝Ｂ）。
【０１３２】
　上記のように、３×３個の受光セルを有する単位ブロックの周囲８個の受光セルのフィ
ルタ配置としては、図５（ａ）及び図６（ｂ）に示した第１、第２の実施形態のように、
ＲＧＢの受光セルが周囲の方位に関して満遍なく（重心が単位ブロックの中心に来るよう
に）配置することがより好ましい。
【０１３３】
　［より好適な周囲８画素のフィルタ配置（２）］
　次に、カラーフィルタの製造工程及び混信（クロストーク）を低減する観点から、より
好適な周囲８個の受光セルのフィルタ配置について説明する。
【０１３４】
　図８（ａ）及び（ｂ）は、それぞれ図５（ａ）及び図６（ｂ）に示した第１、第２の実
施形態のカラーフィルタ配列に関して示している。
【０１３５】
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　図８（ａ）に示すように、３×３個の受光セルを有する単位ブロックを並べたときに、
隣接する単位ブロックと接する画素同士の波長フィルタ（カラーフィルタ）は、同種にな
るように配置するのがより好適である。
【０１３６】
　その理由は、以下の通りである。
【０１３７】
　（１）同種であれば、フィルタ部を繋げてしまうことができるので、波長フィルタを形
成する製造工程が、シンプルになる。
【０１３８】
　（２）同種（同色）であれば、隣接する単位ブロックからの信号の混信（クロストーク
）があった場合でも、空間解像度の低下だけで済む。もし、混信信号が異なる色の成分で
あった場合には、空間解像度の低下に加えて、色信号の誤差が生じて画像品質が低下する
。
【０１３９】
　従って、隣接する単位ブロックと接する画素同士の波長フィルタは、同種になるように
配置するのがより好ましい。
【０１４０】
　図８（ａ）に示す第１の実施形態のカラーフィルタ配列の場合、３×３個の受光セルを
有する単位ブロックを並べたときの周囲８個の受光セルのうちのＧ受光セルは、２×２個
の４個のＧ受光セルが隣接し、また、周囲８個の受光セルのうちのＲ受光セルは、垂直方
向に２個隣接し、Ｂ受光セルは、水平方向に２個隣接する。
【０１４１】
　一方、図８（ｂ）に示す第２の実施形態のカラーフィルタ配列の場合、３×３個の受光
セルを有する単位ブロックを並べたときの周囲８個の受光セルのうちのＧ受光セルは、２
個隣接するが、周囲８個の受光セルのうちのＲ受光セル及びＢ受光セルは、隣接する全て
の方向の受光セルと波長フィルタが異なる。
【０１４２】
　従って、図８（ａ）及び（ｂ）に示す第１、第２の実施形態のカラーフィルタ配列のう
ち、第１の実施形態のカラーフィルタ配列の方が、カラーフィルタの製造工程がシンプル
になり、かつ混信を低減することができるため、より好適なカラーフィルタ配列と言える
。
【０１４３】
　＜画素の高密度化＞
　次に、イメージセンサの受光セル数を変えずに、アレイレンズの１マイクロレンズ当た
りに割り付ける受光セルの割付数を大幅に低減し、同時に撮像される特性の異なる複数の
画像の画素数を増加させる、画素の高密度化を図った実施形態について説明する。
【０１４４】
　［本発明に係る撮像装置の第２の実施形態］
　図９は、本発明に係る撮像装置（撮像モジュール）の第２の実施形態を説明するために
用いたアレイレンズ１１６及びイメージセンサ１１８の要部拡大図である。尚、第２の実
施形態の撮像装置は、図１から図３に示した第１の実施形態の撮像装置１０とは、主とし
てアレイレンズ１１６及びイメージセンサ１１８が相違するため、以下、その相違点につ
いて説明する。
【０１４５】
　図９において、アレイレンズ１１６は、複数のマイクロレンズ１１６ａが２次元状に配
列されて構成されており、各マイクロレンズの水平方向及び垂直方向の間隔は、イメージ
センサ１１８の受光セル１１８ａの２つ分の間隔に対応している。即ち、アレイレンズ１
１６の各マイクロレンズは、水平方向及び垂直方向の各方向に対して、１つ置きの受光セ
ルの位置に対応して形成されたものが使用される。
【０１４６】
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　また、アレイレンズ１１６の各マイクロレンズ１１６ａは、多様レンズ１２の中央光学
系１３及び環状光学系１４に対応する、円形の中央瞳像１１７ａ及び環状瞳像１１７ｂを
イメージセンサ１１８上に結像させる。
【０１４７】
　ここで、互いに隣り合う環状瞳像１１７ｂは、その一部同士がイメージセンサ１１８上
で重なっている。即ち、アレイレンズ１１６は、イメージセンサ１１８の入射面側の適宜
の位置に配置されており、各マイクロレンズ１１６ａによりイメージセンサ１１８上にそ
れぞれ結像させる中央瞳像１１７ａ及び環状瞳像１１７ｂのうち、互いに隣り合う環状瞳
像１１７ｂの一部同士がイメージセンサ１１８上で重複するように構成されている。
【０１４８】
　図９に示す第２の実施形態のアレイレンズ１１６及びイメージセンサ１１８によれば、
中央瞳像１１７ａは、イメージセンサ１１８上の１つの受光セル１１８ａ（３×３個の中
央の受光セル）のみに結像し、環状瞳像１１７ｂは、中央瞳像１１７ａが結像する受光セ
ル１１８ａの周囲の８個の受光セル１１８ａに結像する。そして、８個の受光セル１１８
ａに結像する中央瞳像１１７ａは、水平方向及び垂直方向（上下左右方向）に隣接する中
央瞳像１１７ａと１つの受光セル分の範囲で重複している。
【０１４９】
　本発明に係る撮像装置は、中央光学系１３に対応する広角画像と、環状光学系１４に対
応する望遠画像とを撮像することができればよいため、中央瞳像１１７ａと環状瞳像１１
７ｂとが重ならなければよい。即ち、互いに隣り合う環状瞳像１１７ｂの一部同士がイメ
ージセンサ１１８上で重複しても画像として破綻することはない。
【０１５０】
　図１０（ａ）及び（ｂ）は、イメージセンサ１１８に配設されたカラーフィルタ配列等
を示す図である。
【０１５１】
　図１０（ａ）に示すようにイメージセンサ１１８に配設されたカラーフィルタ配列は、
４×４個の受光セルを基本ブロックＢ（図１０（ａ）の太枠で示したブロック）とし、基
本ブロックＢが水平方向及び垂直方向に繰り返し配置されて構成されている。
【０１５２】
　また、図１０（ｂ）に示すようにイメージセンサ１１８は、１マイクロレンズ１６ａ当
たり３×３個の受光セルが割り付けられた単位ブロック（４種類の単位ブロックＢ１～Ｂ
４）を有しており、隣接する単位ブロックは、互いに１個の受光セル分の範囲で重複して
いる。
【０１５３】
　図１０（ｂ）に示す４つの単位ブロックＢ１～Ｂ４は、図５（ｂ）に示した４つの単位
ブロックＢ１～Ｂ４と同じカラーフィルタ配列になり、単位ブロックＢ１～Ｂ４の各中央
の受光セルのグループの画像は、ベイヤ配列のモザイク画像となる。
【０１５４】
　また、単位ブロックＢ１～Ｂ４の各中央の受光セルの周囲の８個の受光セルのうち、各
単位ブロックＢ１～Ｂ４の４隅の４個の受光セルは、Ｇ受光セルが配置され、中央の受光
セルを挟んで上下の２個の受光セルは、Ｒ受光セルが配置され、中央の受光セルを挟んで
左右の２個の受光セルは、Ｂ受光セルが配置されており、周囲８個の受光セルのＲＧＢの
受光セルが、周囲の方向に関して満遍なく配置されている。
【０１５５】
　上記のように本発明に係る撮像装置の第２の実施形態によれば、イメージセンサ１１８
の受光セル数をＭとし、イメージセンサから得られる広角画像及び望遠画像の画素数をそ
れぞれＮとすると、受光セル数Ｍと画素数Ｎの比は、Ｍ：Ｎ＝４：１となり、第１の実施
形態の場合の比（Ｍ：Ｎ＝９：１）よりも大きくすることができる。即ち、広角画像及び
望遠画像の画素の高密度化を図ることができ、解像度を向上させることができる。
【０１５６】
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　［本発明に係る撮像装置の第２の実施形態の第１の変形例］
　図１１（ａ）及び（ｂ）は、それぞれ第２の実施形態の第１の変形例を示す図であり、
特に第２の実施形態の第１の変形例は、イメージセンサのカラーフィルタ配列が第２の実
施形態と相違する。
【０１５７】
　図１１（ａ）に示すイメージセンサ２１８は、４×４個の受光セルを基本ブロックＢ（
図１１（ａ）の太枠で示したブロック）とし、基本ブロックＢが水平方向及び垂直方向に
繰り返し配置されて構成されている。
【０１５８】
　第２の実施形態の第１の変形例は、図１１（ａ）に示すように基本ブロックＢ内に２×
２個のＧ受光セルが２組存在しており、Ｇのカラーフィルタの製造工程がシンプルになり
、かつ混信を低減することができる。
【０１５９】
　また、図１１（ｂ）に示すようにイメージセンサ２１８は、１マイクロレンズ１６ａ当
たり３×３個の受光セルが割り付けられた単位ブロック（４種類の単位ブロックＢ１～Ｂ
４）を有しており、隣接する単位ブロックは、互いに１個の受光セル分の範囲で重複して
いる。
【０１６０】
　図１１（ｂ）に示すように４つの単位ブロックＢ１～Ｂ４の周囲８個の受光セルは、い
ずれも２個のＲ受光セル、４個のＧ受光セル、及び２個のＢ受光セルを有している。また
、中心がＧ受光セルの単位ブロックＢ１、Ｂ４は、Ｒ受光セル、Ｂ受光セルの配置が異な
る２パターンある。
【０１６１】
　［本発明に係る撮像装置の第２の実施形態の第２の変形例］
　図１２（ａ）及び（ｂ）は、それぞれ第２の実施形態の第２の変形例を示す図であり、
特に第２の実施形態の第２の変形例は、イメージセンサのカラーフィルタ配列が前述の実
施形態と相違する。
【０１６２】
　図１２（ａ）に示すイメージセンサ３１８は、４×４個の受光セルを基本ブロックＢ（
図１２（ａ）の太枠で示したブロック）とし、基本ブロックＢが水平方向及び垂直方向に
繰り返し配置されて構成されている。
【０１６３】
　第２の実施形態の第２の変形例は、図１２（ａ）に示すように基本ブロックＢ内に２×
２個のＲ受光セルが１組、２×２個のＧ受光セルが２組、及び２×２個のＢ受光セルが１
組存在しており、ＲＧＢのカラーフィルタの製造工程が最もシンプルになり、かつ混信を
最も低減することができる。
【０１６４】
　また、図１２（ｂ）に示すようにイメージセンサ３１８は、１マイクロレンズ１６ａ当
たり３×３個の受光セルが割り付けられた単位ブロック（４種類の単位ブロックＢ１～Ｂ
４）を有しており、隣接する単位ブロックは、互いに１個の受光セル分の範囲で重複して
いる。
【０１６５】
　図１２（ｂ）に示すように４つの単位ブロックＢ１～Ｂ４のうちの中心がＧ受光セルの
単位ブロックＢ１、Ｂ４の周囲８個の受光セルは、２個のＲ受光セル、４個のＧ受光セル
、及び２個のＢ受光セルを有し、中心がＲ受光セルの単位ブロックＢ２の周囲８個の受光
セルは、３個のＲ受光セル、４個のＧ受光セル、及び１個のＢ受光セルを有し、中心がＢ
受光セルの単位ブロックＢ３の周囲８個の受光セルは、１個のＲ受光セル、４個のＧ受光
セル、及び３個のＢ受光セルを有し、ＲＧＢの受光セルの色バランスは、第２実施形態の
第１の変形例よりも低い。
【０１６６】
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　［本発明に係る撮像装置の第２の実施形態の第３の変形例］
　図１３（ａ）及び（ｂ）は、それぞれ第２の実施形態の第３の変形例を示す図であり、
特に第２の実施形態の第３の変形例は、イメージセンサのカラーフィルタ配列が前述の実
施形態と相違する。
【０１６７】
　図１３（ａ）に示すイメージセンサ４１８は、正方格子状の４×４個の受光セルを基本
ブロックＢ（図１３（ａ）の太枠で示したブロック）とし、基本ブロックＢが水平方向及
び垂直方向に繰り返し配置されて構成されている。
【０１６８】
　第２の実施形態の第３の変形例は、図１３（ａ）に示すように基本ブロックＢ内に２×
２個のＧ受光セルが１組存在しており、Ｇのカラーフィルタの製造工程がシンプルになり
、かつ混信を低減することができる。
【０１６９】
　また、図１３（ｂ）に示すようにイメージセンサ４１８は、１マイクロレンズ１６ａ当
たり３×３個の受光セルが割り付けられた単位ブロック（４種類の単位ブロックＢ１～Ｂ
４）を有しており、隣接する単位ブロックは、互いに１個の受光セル分の範囲で重複して
いる。
【０１７０】
　図１３（ｂ）に示すように４つの単位ブロックＢ１～Ｂ４のうちの中心がＧ受光セルの
単位ブロックＢ１、Ｂ４の周囲８個の受光セルは、２個のＲ受光セル、４個のＧ受光セル
、及び２個のＢ受光セルを有し、中心がＲ受光セルの単位ブロックＢ２の周囲８個の受光
セルは、１個のＲ受光セル、４個のＧ受光セル、及び３個のＢ受光セルを有し、中心がＢ
受光セルの単位ブロックＢ３の周囲８個の受光セルは、３個のＲ受光セル、４個のＧ受光
セル、及び１個のＢ受光セルを有し、ＲＧＢの受光セルの色バランスは、第２実施形態の
第１の変形例よりも低い。
【０１７１】
　［本発明に係る撮像装置の第３の実施形態］
　次に、本発明に係る撮像装置の第３の実施形態について、図１４を用いて説明する。尚
、第３の実施形態の撮像装置は、第１、２の実施形態とは、主として多様レンズ、アレイ
レンズ及びイメージセンサが相違するため、以下、その相違点について説明する。
【０１７２】
　まず、多様レンズとして、図１４（ａ）に示す中央瞳像１７ａ及び環状瞳像１７ｂが得
られる前述した多様レンズ１２の代わりに、図１４（ｂ）に示す中央瞳像５１７ａ及び環
状瞳像５１７ｂが得られるものを使用する。図１４（ｂ）に示す中央瞳像５１７ａ及び環
状瞳像５１７ｂが得られる多様レンズとしては、図３に示した多様レンズ１２のうちの環
状光学系１４の一部を遮光することにより構成することができる。
【０１７３】
　即ち、環状瞳像５１７ｂに対応する環状光学系は、上下左右の四方のみに部分的な開口
部を形成し、他の部分を遮光することにより構成することができる。これにより、部分的
に欠落した環状瞳像５１７ｂが得られるようにする。
【０１７４】
　尚、環状光学系に対して部分的な開口部及び遮光部を形成する代わりに、中央光学系の
上下左右の周辺部（環状光学系の部分的な開口部に対応する位置）のみに、環状光学系と
同じ特性の４つの光学系を配置してもよい。
【０１７５】
　一方、アレイレンズの各マイクロレンズは、図１４（ｃ）に示すようにイメージセンサ
５１８の格子状に配列された各受光セル５１８ａに対して、千鳥配置されたものとする。
また、このアレイレンズの各マイクロレンズによりイメージセンサ上に結像される瞳像は
、３×３個の受光セルに入射するようにする。
【０１７６】
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　この環状瞳像５１７ｂは、隣接する中央瞳像５１７ａと重なる部分が欠落しているため
、中央瞳像５１７ａと環状瞳像５１７ｂとがイメージセンサ５１８上で重なることがない
。
【０１７７】
　その一方、アレイレンズの各マイクロレンズは、千鳥状に密に配置することができ、ア
レイレンズの１マイクロレンズ当たりに割り付けるイメージセンサの受光セルの割付数を
、第２の実施形態よりも少なくすることができる。即ち、イメージセンサの受光セル数を
Ｍとし、イメージセンサから得られる広角画像及び望遠画像の画素数をそれぞれＮとする
と、受光セル数Ｍと画素数Ｎの比は、Ｍ：Ｎ＝２：１となる。
【０１７８】
　図１４（ｄ）は、イメージセンサ５１８に配設されたカラーフィルタ配列を示す図であ
る。
【０１７９】
　図１４（ｄ）に示すようにイメージセンサ５１８に配設されたカラーフィルタ配列は、
４×４個の受光セルを基本ブロックＢ（図１４（ｄ）の太枠で示したブロック）とし、基
本ブロックＢが水平方向及び垂直方向に繰り返し配置されて構成されている。
【０１８０】
　また、同図において、太枠で示した受光セルが、１マイクロレンズに対応する３×３個
の受光セルの中央の受光セルに対応する。
【０１８１】
　千鳥配置されたアレイレンズの各マイクロレンズに対応する３×３個の受光セルの中央
の受光セルのグループの画像は、ＲＧＢの受光セルが千鳥配置されたモザイク画像となる
。本例の場合、ＲＧＢの受光セルが千鳥配置されるモザイク画像は、水平方向にＧ受光セ
ルが連続するＧラインと、Ｂ受光セルとＲ受光セルとが交互に配置されたＢＲラインとが
交互に配列される。
【０１８２】
　一方、３×３個の受光セルの中央の受光セルを挟む上下左右の４個の受光セルは、ＲＧ
Ｂの受光セルを含む。即ち、中央のＧ受光セルを挟む上下の受光セルは、Ｇ受光セルであ
り、中央のＧ受光セルを挟む左右の受光セルは、Ｒ受光セルとＢ受光セルである。また、
Ｒ又はＢの中央の受光セルを挟む上下の受光セルは、Ｒ受光セルとＢ受光セルであり、中
央のＲ又はＢ受光セルを挟む左右の受光セルは、Ｇ受光セルである。
【０１８３】
　即ち、上下左右の四方のみに部分的な開口部が形成された環状瞳像５１７ｂ（図１４（
ｂ））に対応する４個の受光セルは、ＲＧＢの受光セルが満遍なく割り付けられ、１個の
Ｒ受光セル、２個のＧ受光セル、１個のＢ受光セルを有している。
【０１８４】
　これにより、望遠画像を生成する場合に、１マイクロレンズに対応する５個の受光セル
のうちの中央の受光セルを挟む上下左右の４個の受光セルから、全ての波長域の画素信号
を得ることができる。
【０１８５】
　［本発明に係る撮像装置の第４の実施形態］
　次に、本発明に係る撮像装置の第４の実施形態について、図１５及び図１６を用いて説
明する。尚、第４の実施形態の撮像装置は、第１、２、３の実施形態とは、主として多様
レンズ、アレイレンズ及びイメージセンサが相違するため、以下、その相違点について説
明する。
【０１８６】
　まず、多様レンズとして、図１５（ａ）に示す中央瞳像１７ａ及び環状瞳像１７ｂが得
られる多様レンズ１２の代わりに、図１５（ｂ）に示す中央瞳像６１７ａ及び環状瞳像６
１７ｂ、６１７ｃが得られるものを使用する。
【０１８７】
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　この場合、同心円状に分割された中央光学系及び環状光学系からなる多様レンズのうち
の環状光学系は、中央瞳像６１７ａに対応する中央光学系を中心に、６０度ずつ方向が異
なる六方のみに部分的な開口部が形成され、かつ１２０度三方の環状瞳像６１７ｂ及び環
状瞳像６１７ｃに対応する開口部に配置された２組の光学系（第３の光学系、第４の光学
系）により構成されている。
【０１８８】
　第４の実施形態では、中央瞳像６１７ａに対応する中央光学系は広角光学系であり、環
状瞳像６１７ｂ及び環状瞳像６１７ｃに対応する第３の光学系及び第４の光学系は、それ
ぞれ焦点距離が異なる２種類の望遠光学系である。
【０１８９】
　また、イメージセンサ６１８は、図１５（ｃ）に示すように受光セル６１８ａが六方格
子状に配列されている。
【０１９０】
　一方、アレイレンズの各マイクロレンズは、図１５（ｃ）に示すようにイメージセンサ
６１８の六方格子状に配列された各受光セル６１８ａに対して、千鳥配置されたものであ
り、水平方向に１つ置きに配置され、垂直方向に２つ置きに配置されているものとする。
【０１９１】
　そして、アレイレンズの各マイクロレンズによりイメージセンサ６１８上にそれぞれ結
像される中央瞳像６１７ａは、各マイクロレンズの中心位置に対応する１つの受光セルに
入射し、環状瞳像６１７ｂ（第１の環状瞳像）及び環状瞳像６１７ｃ（第２の環状瞳像）
は、それぞれ各マイクロレンズの中心位置に対応する１つの受光セルの周囲の６個の受光
セル（１２０度三方に位置する３個×２の受光セル）に入射する。
【０１９２】
　図１５（ｃ）に示すように環状瞳像６１７ｂ及び環状瞳像６１７ｃは、それぞれ隣接す
る環状瞳像６１７ｂ及び環状瞳像６１７ｃとイメージセンサ６１８上で重なるが、環状瞳
像６１７ｂと環状瞳像６１７ｃとが重なることはない。
【０１９３】
　イメージセンサ６１８の受光セル数をＭとし、イメージセンサ６１８から得られる広角
画像、焦点距離が異なる２つの望遠画像の画素数をそれぞれＮとすると、受光セル数Ｍと
画素数Ｎの比は、Ｍ：Ｎ＝３：１となる。
【０１９４】
　尚、第４の実施形態では、環状瞳像６１７ｂ及び環状瞳像６１７ｃに対応する第３の光
学系及び第４の光学系は、それぞれ焦点距離が異なる２種類の望遠光学系であるが、これ
に限らず、例えば、撮影距離（ピント位置）が異なる２つの望遠光学系であってもよい。
【０１９５】
　図１６（ａ）～（ｆ）は、それぞれイメージセンサ６１８に配設されるカラーフィルタ
配列を示す図である。
【０１９６】
　図１６（ａ）に示すカラーフィルタ配列は、左上に示した９個の受光セルを基本ブロッ
クとし、基本ブロックが水平方向及び垂直方向に繰り返し配置されて構成されている。
【０１９７】
　また、同図において、太枠で示した受光セルが、１マイクロレンズに対応する７個の受
光セル（１つの中央の受光セルと周囲の６個の受光セル）のうちの中央の受光セルに対応
する。
【０１９８】
　千鳥配置されたアレイレンズの各マイクロレンズに対応する７個の受光セルの中央の受
光セルのグループの画像は、ＲＧＢの受光セルが千鳥配置されたモザイク画像となり、水
平方向の各ライン上にＲＧＢの受光セルを含んでいる。
【０１９９】
　一方、中央の受光セルの周囲６個の受光セルのうちの、１２０度三方の環状瞳像６１７
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ｂに対応する１２０度三方に位置する３個の受光セルには、それぞれＲＧＢの受光セルが
１個ずつ割り付けられ、同様に１２０度三方の環状瞳像６１７ｃに対応する１２０度三方
に位置する３個の受光セルも、それぞれＲＧＢの受光セルが１個ずつ割り付けられている
。
【０２００】
　これにより、２つの望遠画像をそれぞれ生成する場合に、１マイクロレンズに対応する
７個の受光セルのうちの周囲６個の受光セルから、全ての波長域の画素信号を得ることが
できる。
【０２０１】
　尚、図１６（ｂ）～（ｆ）に示すカラーフィルタ配列も、それぞれ上記図１６（ａ）に
示したカラーフィルタ配列と同様に、１マイクロレンズに対応する７個の受光セルのうち
の周囲６個の受光セルから、全ての波長域の画素信号を２組得ることができる。
【０２０２】
　［撮影光学系の第２の実施形態］
　図１７は、撮像装置１０（撮像モジュール１１）に適用可能な多様レンズの第２の実施
形態を示す断面図である。
【０２０３】
　この多様レンズ１１２は、それぞれ同一の光軸上に配置された中央部の中央光学系１１
３とその周辺部の環状光学系１１４とから構成されている。
【０２０４】
　中央光学系１１３は、第１レンズ１１３ａ、第２レンズ１１３ｂ、及び共通レンズ１１
５から構成された望遠光学系であり、画角αを有している。
【０２０５】
　環状光学系１１４は、レンズ１１４ａ及び共通レンズ１１５から構成された広角光学系
であり、画角β（β＞α）を有し、中央光学系１１３よりも広角である。
【０２０６】
　この多様レンズ１１２は、図３に示した多様レンズ１２と比較すると、反射ミラーを使
用しておらず、また、中央光学系１１３が望遠光学系であり、環状光学系１１４が広角光
学系である点で相違する。
【０２０７】
　撮像装置１０の他の実施形態としては、例えば、カメラ機能を有する携帯電話機やスマ
ートフォン、PDA(Personal Digital Assistants)、携帯型ゲーム機が挙げられる。以下、
スマートフォンを例に挙げ、図面を参照しつつ、詳細に説明する。
【０２０８】
　＜スマートフォンの構成＞
　図１８は、撮像装置１０の他の実施形態であるスマートフォン５００の外観を示すもの
である。図１８に示すスマートフォン５００は、平板状の筐体５０２を有し、筐体５０２
の一方の面に表示部としての表示パネル５２１と、入力部としての操作パネル５２２とが
一体となった表示入力部５２０を備えている。また、筐体５０２は、スピーカ５３１と、
マイクロホン５３２、操作部５４０と、カメラ部５４１とを備えている。尚、筐体５０２
の構成はこれに限定されず、例えば、表示部と入力部とが独立した構成を採用することや
、折り畳み構造やスライド機構を有する構成を採用することもできる。
【０２０９】
　図１９は、図１８に示したスマートフォン５００の構成を示すブロック図である。図１
９に示すように、スマートフォン５００の主たる構成要素として、無線通信部５１０と、
表示入力部５２０と、通話部５３０と、操作部５４０と、カメラ部５４１と、記憶部５５
０と、外部入出力部５６０と、ＧＰＳ(Global Positioning System)受信部５７０と、モ
ーションセンサ部５８０と、電源部５９０と、主制御部５０１とを備える。また、スマー
トフォン５００の主たる機能として、基地局装置ＢＳと移動通信網ＮＷとを介した移動無
線通信を行う無線通信機能を備える。
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【０２１０】
　無線通信部５１０は、主制御部５０１の指示に従って、移動通信網ＮＷに収容された基
地局装置ＢＳに対し無線通信を行うものである。この無線通信を使用して、音声データ、
画像データ等の各種ファイルデータ、電子メールデータなどの送受信や、Ｗｅｂデータや
ストリーミングデータなどの受信を行う。
【０２１１】
　表示入力部５２０は、主制御部５０１の制御により、画像（静止画及び動画）や文字情
報などを表示して視覚的にユーザに情報を伝達すると共に、表示した情報に対するユーザ
操作を検出する、いわゆるタッチパネルであって、表示パネル５２１と、操作パネル５２
２とを備える。生成された３Ｄ画像を鑑賞する場合には、表示パネル５２１は、３Ｄ表示
パネルであることが好ましい。
【０２１２】
　表示パネル５２１は、LCD(Liquid Crystal Display)、OELD(Organic Electro-Luminesc
ence Display)などを表示デバイスとして用いたものである。
【０２１３】
　操作パネル５２２は、表示パネル５２１の表示面上に表示される画像を視認可能に載置
され、ユーザの指や尖筆によって操作される一又は複数の座標を検出するデバイスである
。このデバイスをユーザの指や尖筆によって操作すると、操作に起因して発生する検出信
号を主制御部５０１に出力する。次いで、主制御部５０１は、受信した検出信号に基づい
て、表示パネル５２１上の操作位置（座標）を検出する。
【０２１４】
　図１８に示すように、スマートフォン５００の表示パネル５２１と操作パネル５２２と
は一体となって表示入力部５２０を構成しているが、操作パネル５２２が表示パネル５２
１を完全に覆うような配置となっている。この配置を採用した場合、操作パネル５２２は
、表示パネル５２１外の領域についても、ユーザ操作を検出する機能を備えてもよい。換
言すると、操作パネル５２２は、表示パネル５２１に重なる重畳部分についての検出領域
（以下、表示領域と称する）と、それ以外の表示パネル５２１に重ならない外縁部分につ
いての検出領域（以下、非表示領域と称する）とを備えていてもよい。
【０２１５】
　尚、表示領域の大きさと表示パネル５２１の大きさとを完全に一致させても良いが、両
者を必ずしも一致させる必要はない。また、操作パネル５２２が、外縁部分と、それ以外
の内側部分の２つの感応領域を備えていてもよい。更に、外縁部分の幅は、筐体５０２の
大きさなどに応じて適宜設計されるものである。更にまた、操作パネル５２２で採用され
る位置検出方式としては、マトリクススイッチ方式、抵抗膜方式、表面弾性波方式、赤外
線方式、電磁誘導方式、静電容量方式などが挙げられ、いずれの方式を採用することもで
きる。
【０２１６】
　通話部５３０は、スピーカ５３１やマイクロホン５３２を備え、マイクロホン５３２を
通じて入力されたユーザの音声を主制御部５０１にて処理可能な音声データに変換して主
制御部５０１に出力したり、無線通信部５１０あるいは外部入出力部５６０により受信さ
れた音声データを復号してスピーカ５３１から出力するものである。また、図１８に示す
ように、例えば、スピーカ５３１及びマイクロホン５３２を表示入力部５２０が設けられ
た面と同じ面に搭載することができる。
【０２１７】
　操作部５４０は、キースイッチなどを用いたハードウェアキーであって、ユーザからの
指示を受け付けるものである。例えば、操作部５４０は、スマートフォン５００の筐体５
０２の表示部の下部、下側面に搭載され、指などで押下されるとオンとなり、指を離すと
バネなどの復元力によってオフ状態となる押しボタン式のスイッチである。
【０２１８】
　記憶部５５０は、主制御部５０１の制御プログラムや制御データ、通信相手の名称や電
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話番号などを対応づけたアドレスデータ、送受信した電子メールのデータ、Ｗｅｂブラウ
ジングによりダウンロードしたＷｅｂデータや、ダウンロードしたコンテンツデータを記
憶し、またストリーミングデータなどを一時的に記憶するものである。また、記憶部５５
０は、スマートフォン内蔵の内部記憶部５５１と着脱自在な外部メモリスロットを有する
外部記憶部５５２により構成される。尚、記憶部５５０を構成するそれぞれの内部記憶部
５５１と外部記憶部５５２は、フラッシュメモリタイプ（flash memory type）、ハード
ディスクタイプ（hard disk type）、マルチメディアカードマイクロタイプ（multimedia
 card micro type）、カードタイプのメモリ（例えば、Micro SD（登録商標）メモリ等）
、ＲＡＭ（Random Access Memory）、ＲＯＭ（Read Only Memory）などの格納媒体を用い
て実現される。
【０２１９】
　外部入出力部５６０は、スマートフォン５００に連結される全ての外部機器とのインタ
ーフェースの役割を果たすものであり、他の外部機器に通信等（例えば、ユニバーサルシ
リアルバス（ＵＳＢ）、IEEE1394など）又はネットワーク（例えば、インターネット、無
線ＬＡＮ、ブルートゥース（Bluetooth（登録商標））、ＲＦＩＤ（Radio Frequency Ide
ntification）、赤外線通信（Infrared Data Association：ＩｒＤＡ）（登録商標）、Ｕ
ＷＢ（Ultra Wideband）（登録商標）、ジグビー（ZigBee）（登録商標）など）により直
接的又は間接的に接続するためのものである。
【０２２０】
　スマートフォン５００に連結される外部機器としては、例えば、有／無線ヘッドセット
、有／無線外部充電器、有／無線データポート、カードソケットを介して接続されるメモ
リカード（Memory card）やＳＩＭ(Subscriber Identity Module Card)／ＵＩＭ(User Id
entity Module Card)カード、オーディオ・ビデオＩ／Ｏ（Input/Output）端子を介して
接続される外部オーディオ・ビデオ機器、無線接続される外部オーディオ・ビデオ機器、
有／無線接続されるスマートフォン、有／無線接続されるパーソナルコンピュータ、有／
無線接続されるPDA、有／無線接続されるパーソナルコンピュータ、イヤホンなどがある
。外部入出力部は、このような外部機器から伝送を受けたデータをスマートフォン５００
の内部の各構成要素に伝達することや、スマートフォン５００の内部のデータが外部機器
に伝送されるようにすることができる。
【０２２１】
　ＧＰＳ受信部５７０は、主制御部５０１の指示に従って、GPS衛星ＳＴ１～ＳＴｎから
送信されるGPS信号を受信し、受信した複数のGPS信号に基づく測位演算処理を実行し、当
該スマートフォン５００の緯度、経度、高度からなる位置を検出する。ＧＰＳ受信部５７
０は、無線通信部５１０や外部入出力部５６０（例えば、無線ＬＡＮ）から位置情報を取
得できるときには、その位置情報を用いて位置を検出することもできる。
【０２２２】
　モーションセンサ部５８０は、例えば、３軸の加速度センサなどを備え、主制御部５０
１の指示に従って、スマートフォン５００の物理的な動きを検出する。スマートフォン５
００の物理的な動きを検出することにより、スマートフォン５００の動く方向や加速度が
検出される。この検出結果は、主制御部５０１に出力されるものである。
【０２２３】
　電源部５９０は、主制御部５０１の指示に従って、スマートフォン５００の各部に、バ
ッテリ（図示しない）に蓄えられる電力を供給するものである。
【０２２４】
　主制御部５０１は、マイクロプロセッサを備え、記憶部５５０が記憶する制御プログラ
ムや制御データに従って動作し、スマートフォン５００の各部を統括して制御するもので
ある。また、主制御部５０１は、無線通信部５１０を通じて、音声通信やデータ通信を行
うために、通信系の各部を制御する移動通信制御機能と、アプリケーション処理機能を備
える。
【０２２５】
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　アプリケーション処理機能は、記憶部５５０が記憶するアプリケーションソフトウェア
に従って主制御部５０１が動作することにより実現するものである。アプリケーション処
理機能としては、例えば、外部入出力部５６０を制御して対向機器とデータ通信を行う赤
外線通信機能や、電子メールの送受信を行う電子メール機能、Webページを閲覧するWebブ
ラウジング機能などがある。
【０２２６】
　また、主制御部５０１は、受信データやダウンロードしたストリーミングデータなどの
画像データ（静止画像や動画像のデータ）に基づいて、映像を表示入力部５２０に表示す
る等の画像処理機能を備える。画像処理機能とは、主制御部５０１が、上記画像データを
復号し、この復号結果に画像処理を施して、画像を表示入力部５２０に表示する機能のこ
とをいう。
【０２２７】
　更に、主制御部５０１は、表示パネル５２１に対する表示制御と、操作部５４０、操作
パネル５２２を通じたユーザ操作を検出する操作検出制御を実行する。
【０２２８】
　表示制御の実行により、主制御部５０１は、アプリケーションソフトウェアを起動する
ためのアイコンや、スクロールバーなどのソフトウェアキーを表示し、あるいは電子メー
ルを作成するためのウィンドウを表示する。尚、スクロールバーとは、表示パネル５２１
の表示領域に収まりきれない大きな画像などについて、画像の表示部分を移動する指示を
受け付けるためのソフトウェアキーのことをいう。
【０２２９】
　また、操作検出制御の実行により、主制御部５０１は、操作部５４０を通じたユーザ操
作を検出したり、操作パネル５２２を通じて、上記アイコンに対する操作や、上記ウィン
ドウの入力欄に対する文字列の入力を受け付けたり、あるいは、スクロールバーを通じた
表示画像のスクロール要求を受け付ける。
【０２３０】
　更に、操作検出制御の実行により主制御部５０１は、操作パネル５２２に対する操作位
置が、表示パネル５２１に重なる重畳部分（表示領域）か、それ以外の表示パネル５２１
に重ならない外縁部分（非表示領域）かを判定し、操作パネル５２２の感応領域や、ソフ
トウェアキーの表示位置を制御するタッチパネル制御機能を備える。
【０２３１】
　また、主制御部５０１は、操作パネル５２２に対するジェスチャ操作を検出し、検出し
たジェスチャ操作に応じて、予め設定された機能を実行することもできる。ジェスチャ操
作とは、従来の単純なタッチ操作ではなく、指などによって軌跡を描いたり、複数の位置
を同時に指定したり、あるいはこれらを組み合わせて、複数の位置から少なくとも１つに
ついて軌跡を描く操作を意味する。
【０２３２】
　カメラ部５４１は、CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)やCCD(Charge-Co
upled Device)などの撮像素子を用いて電子撮影するデジタルカメラである。このカメラ
部５４１に前述した撮像装置１０（又は撮像モジュール１１）を適用することができる。
メカ的な切り替え機構等を必要とせずに、広角画像と望遠画像とを撮影することができ、
スマートフォン５００のように薄型の携帯端末に組み込むカメラ部として好適である。
【０２３３】
　また、カメラ部５４１は、主制御部５０１の制御により、撮影によって得た画像データ
を、例えばJPEG(Joint Photographic coding Experts Group)などの圧縮した画像データ
に変換し、記憶部５５０に記録したり、外部入出力部５６０や無線通信部５１０を通じて
出力することができる。図１８に示すにスマートフォン５００において、カメラ部５４１
は表示入力部５２０と同じ面に搭載されているが、カメラ部５４１の搭載位置はこれに限
らず、表示入力部５２０の背面に搭載されてもよいし、あるいは、複数のカメラ部５４１
が搭載されてもよい。尚、複数のカメラ部５４１が搭載されている場合には、撮影に供す
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るカメラ部５４１を切り替えて単独にて撮影したり、あるいは、複数のカメラ部５４１を
同時に使用して撮影することもできる。
【０２３４】
　また、カメラ部５４１はスマートフォン５００の各種機能に利用することができる。例
えば、表示パネル５２１にカメラ部５４１で取得した画像を表示することや、操作パネル
５２２の操作入力のひとつとして、カメラ部５４１の画像を利用することができる。また
、ＧＰＳ受信部５７０が位置を検出する際に、カメラ部５４１からの画像を参照して位置
を検出することもできる。更には、カメラ部５４１からの画像を参照して、３軸の加速度
センサを用いずに、あるいは、３軸の加速度センサと併用して、スマートフォン５００の
カメラ部５４１の光軸方向を判断することや、現在の使用環境を判断することもできる。
勿論、カメラ部５４１からの画像をアプリケーションソフトウェア内で利用することもで
きる。
【０２３５】
　［その他］
　本実施形態では、同時に撮像される特性の異なる複数の画像のうちの少なくとも１つの
画像を生成するための波長域別の画素として、ＲＧＢの３色の受光セルを１マイクロレン
ズ毎に割り付けるようにしたが、複数波長から１出力を得るカラーイメージセンサには、
３色（ＲＧＢなど）のカラーイメージセンサの他に２色のカラーイメージセンサもあるた
め、２色の受光セルを１マイクロレンズ毎に割り付けるようにしてもよい。
【０２３６】
　３色よりも識別数は少なくなるが、構成が簡便になるため、用途によっては２色で十分
なケースもあり、この場合、２つの波長域別の色信号（色情報)から１種の画像出力を得
ることになる。
【０２３７】
　よって、本発明の最小の構成は、Ｙ個（Ｙ＝３）の画素に対して、１つのマイクロレン
ズを割り付け、更に１つ目のグループにＸ個（Ｘ＝２）のセンシングする波長域の異なる
受光セルを割り付けて２種の波長を検出（２色センシング）し、２つ目のグループに１個
の受光セルを割り付けて１種の波長を検出する構成になる。これにより、１つ目のグルー
プ（２色センシング）の実効的なデータサンプリング数をマイクロレンズの数と等しくす
ることができ、２つ目のグループのサンプリング数もマイクロレンズの数と等しくするこ
とができる。
【０２３８】
　また、１つの画像を生成するための波長域別の画素信号を出力する受光セルとして、Ｒ
ＧＢの受光セルの何れかの受光セルの代わりに、又はＲＧＢの受光セルに加えて、透明（
ホワイト）、エメラルド色等の他の色に対応する色フィルタを有する受光セルを割り付け
るようにしてもよい。更に、可視光をカットして赤外光のみを透過させるフィルタを有す
る受光セルを割り付けるようにしてもよく、これによれば、赤外画像を取得することがで
きる。
【０２３９】
　また、本実施形態の多様レンズは、中央光学系及び環状光学系のうちの一方を広角光学
系、他方を望遠光学系としたが、これに限らず、例えば、合焦距離が異なる２種類の光学
系、空間周波数特性（ボケ味）が異なる２種類の光学系等、種々の光学系の適用が考えら
れる。
【０２４０】
　更に、本実施形態では、多様レンズとして、複数の特性が異なる光学系が同心円分割さ
れたものを使用したが、これに限らず、上下４分割、あるいは上下左右の４分割された撮
像光学系でもよい。
【０２４１】
　また、図３に示した多様レンズ１２の反射ミラー型のレンズ構成のうちの反射ミラーは
、凹面鏡や凸面鏡に限らず、平面鏡でもよく、また、反射ミラーの枚数も２枚に限らず、
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【０２４２】
　更にまた、中央光学系及び環状光学系の共通レンズ、又はイメージセンサを光軸方向に
移動させる移動機構を設け、これにより焦点調節を行うようにしてもよい。
【０２４３】
　また、本実施形態では、瞳分割手段としてアレイレンズ１６を使用したが、これに限ら
ず、アレイレンズ１６の各マイクロレンズ１６ａの位置にピンホールを設け、各ピンホー
ルにより多様レンズの瞳像を複数の受光セルに入射させるもの、受光セル毎に設けたマイ
クロレンズと遮光マスクとにより、多様レンズの特性の異なる各領域を通過した光束を、
異なる受光セルに入射させるもの（例えば、特開２０１２－２５３６７０）を適用するこ
とができる。
【０２４４】
　更に、本発明は上述した実施の形態に限定されず、本発明の精神を逸脱しない範囲で種
々の変形が可能であることは言うまでもない。
【符号の説明】
【０２４５】
　１０…撮像装置、１１…撮像モジュール、１２、１１２…多様レンズ（撮影光学系）、
１３、１１３…中央光学系、１４、１１４…環状光学系、１６、１１６…アレイレンズ、
１６ａ、１１６ａ…マイクロレンズ、１８，１１８、２１８、３１８、４１８、５１８、
６１８…イメージセンサ、１８ａ、１１８ａ、５１８ａ、６１８ａ…受光セル、２４…デ
ジタル信号処理部、４０…中央処理装置（ＣＰＵ）、Ｂ…基本ブロック、Ｂ１～Ｂ４…単
位ブロック
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